
*愛媛県規則第４０号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部

を次のように改正する。

第４条第１項の表総務部の項中「職員課」を「人事課」に

改め、同表農林水産部の項中「林業振興課」を「林業政策課

」に改め、同条第２項の表土木部の項中「道路維持課」の下

に「、高速道路課」を加える。

第４条の２の表中

高齢者福祉課 国民健康保険室「 を」

人事課 職員厚生室

市町村課 合併推進室

「

に
高齢者福祉課 国民健康保険室

観光課 イベント推進室 」

改める。

第５条第１項中「局、」を削る。

第７条第１項第９号中「（道路都市局（道路建設課、道路

維持課、都市計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）

を含む。）」を削り、同条第３項中「職員課」を「人事課」

に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、第７号、第８号、第１０号及び第１１号

の事務は、職員厚生室が所掌する。

第７条第３項第１１号中「及び公務災害補償」を削り、同項

中第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。

� 公務災害補償に関すること。

第７条第６項に後段として次のように加える。

この場合において、第８号の事務は、合併推進室が所掌

する。

第９条第１項第７号を削る。

第１０条第１項中第１５号を削り、第１４号を第１５号とし、第９

号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ、第８号の次に次の１

号を加える。

� 医療技術短期大学の４年制大学への移行に関すること

。

第１０条第１項中第１６号から第１８号までを削り、第１９号を第

１６号とする。

第１０条第２項第１５号中「及び動物の保護管理」を「並びに

動物の愛護及び管理」に改め、同条第３項第１０号中「保健婦

、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士

」を「保健師、助産師、看護師及び准看護師」に改め、同項

第１１号中「保健婦、助産婦、看護婦等養成所」を「保健師、

助産師、看護師等養成所」に改め、同条第６項中「第６号及

び第７号」を「第１０号及び第１１号」に改め、同項中第７号を

第１１号とし、第６号を第１０号とし、第５号の次に次の４号を

加える。

� 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

� 戦没者の慰霊顕彰に関すること。

� 旧軍人、軍属等の恩給、叙位叙勲等に関すること。

� 旧軍人等関係団体に関すること。

第１０条第８項第１号中「同和対策事業」を「同和対策」に

改め、同項第２号中「地方改善施設整備事業」を「地方改善

対策事業」に改める。

第１２条第３項中第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第７号の次に次の１号を加える。

� 中小企業の技術開発に係る産学官連携に関すること。

第１２条第４項に後段として次のように加える。

この場合において、第８号の事務は、イベント推進室が

所掌する。
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第１２条第４項に次の１号を加える。

� 南予地域観光振興イベントに関すること。

第１３条第５項中第８号を第９号とし、第３号から第７号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。

 地産地消の推進に関すること。

第１３条第７項中「林業振興課」を「林業政策課」に改め、

同項中第９号を第１０号とし、第４号から第８号までを１号ず

つ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。

� 森林計画及び森林施業計画に関すること。

第１３条第８項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３

号を第２号とし、同号の次に次の１号を加える。

 ボランティアが行う森林の整備及び緑化に対する支援

に関すること。

第１３条第８項中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし

、第５号の次に次の１号を加える。

� 放置森林の整備に関すること。

第１３条第１１項第２号を次のように改める。

� 漁港漁場整備長期計画及び漁港漁場整備事業に関する

こと（他の主管に属するものを除く。）。

第１４条第１項中「第９号」を「第１０号」に改め、同項に次

の１号を加える。

� 建設工事に係る資材の再資源化等の推進に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

第１４条中第１２項を削り、第１１項を第１２項とし、第１０項を第

１１項とし、第９項を第１０項とし、第８項の次に次の１項を加

える。

９ 高速道路課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 本州四国連絡橋に係る連絡調整等に関すること。

� 高速自動車国道等の建設推進及び連絡調整に関するこ

と。

第１６条第２項中「保健福祉部」の下に「、農林水産部」を

加え、同条に次の１項を加える。

３ 県民環境部にＮＰＯ・ボランティア推進監を置く。

第１６条の２第１項中「、環境局」を削り、「及び河川港湾

局」を「、河川港湾局及び道路都市局」に改め、同条第２項

を次のように改める。

２ 環境局に局長及び循環型社会推進監を置く。

第１７条第３項を次のように改め、同条中第４項から第６項

までを削り、第７項を第４項とする。

３ 土木管理課技術企画室に主席工事検査専門員を置く。

第１８条中「（道路都市局（道路建設課、道路維持課、都市

計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）を含む。）」

を削る。

第２３条の２中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。

２ 別表第３の２の左欄に掲げる地方局の課の位置及び所管

区域は、それぞれ当該中欄及び右欄に掲げるとおりとする

。

第２３条の３第１項中「出張所、」を削り、同条第２項中「

出張所及び」を削り、同条第３項中「出張所又は」を削り、

同条第６項中「、次の表の左欄に掲げる課及びそれぞれ当該

右欄に掲げる係」を「ダム建設係」に改め、同項の表を削る

。

第２４条第１項中第２２号を第２６号とし、第１１号から第２１号ま

でを４号ずつ繰り下げ、第１０号を第１３号とし、同号の次に次

の１号を加える。

� 技術企画専門員

第２４条第１項第９号の次に次の３号を加える。

� 市町村振興・合併推進班長

� 納税班長

� 滞納処分専門員

第２６条第３項中第７号を第８号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。

 児童指導専門員（愛媛県中央児童相談所に限る。）

第２７条第１項第７号中「保健婦及び保健士」を「保健師」

に改める。

第２８条及び第２９条を次のように改める。

（食肉衛生検査センター）

第２８条 食肉衛生検査センターの業務は、次のとおりとする

。

� と畜場等におけると畜検査その他の獣畜の処理に係る

衛生に関すること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること（他

の主管に属するものを除く。）。

 と畜場、食鳥処理場等に係る食品衛生に関すること。

２ 食肉衛生検査センターに検査課を置く。

３ 食肉衛生検査センターに次の支所を置く。

名 称 位置 所管区域

愛媛県食肉衛生検査セン

ター宇和島支所

宇和島市 宇和島市、北宇和郡

及び南宇和郡

４ 食肉衛生検査センターに次の職員を置く。

� 所長

� 課長

 支所長

� 担当係長

� 技師

� その他の職員

５ 食肉衛生検査センターに、必要に応じ次の職員を置く。

� 専門員

� 主任

 主査

� 主事

第２９条 削除

第３８条第１項に次の３号を加える。

� 配偶者からの暴力を受けた者の相談及び指導に関する

こと。

� 配偶者からの暴力を受けた者の一時保護に関すること

。

� 配偶者からの暴力を受けた者に対する情報の提供その

他の援助に関すること。

第３９条第１項に次の１号を加える。

� 配偶者からの暴力を受けた女性の保護に関すること。

第４４条第３項第５号及び第６号を次のように改める。

� 総看護長

� 看護長

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外５

２



第４９条の２第３項中第１５号を第１６号とし、第１４号を第１５号

とし、第１３号の次に次の１号を加える。

� 担当係長

第５１条第２項中「及び分室」を削り、同項の表環境研究課

の部環境調査室の項中「、ダイオキシン分析科」を削り、同

部東予分室の項を次のように改める。

環境科学室 資源環境科、環境化学科、生物環境科

第５１条第３項第４号を次のように改める。

� 専門研究員

第５２条第１項に次の２号を加える。

� 愛媛県精神医療審査会の事務に関すること。

� 通院医療費の公費負担の申請及び精神障害者保健福祉

手帳の交付の申請に対する判定に関すること。

第５２条第３項を同条第４項とし、同条第２項第３号を次の

ように改め、同項を同条第３項とする。

 係長

第５２条第１項の次に次の１項を加える。

２ 精神保健福祉センターに次の係を置く。

� 総務係

� 相談指導係

第５８条第３項中第７号を第８号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。

 専門研究員

第７０条の見出しを「（林業技術センター）」に改め、同条

第１項中「愛媛県林業試験場（以下「林業試験場」を「愛媛

県林業技術センター（以下「林業技術センター」に改め、同

項第７号及び第８号中「林業」の下に「、森林及び緑化」を

加え、同項第９号中「林業」の下に「、森林及び緑化」を加

え、「研修施設」の下に「並びに緑化木展示流通施設」を加

え、同項第１０号中「林業技術の指導」を「林業、森林及び緑

化」に改め、同号を同項第１２号とし、同項第９号の次に次の

２号を加える。

� 林業、森林及び緑化に関する知識の普及及び指導に関

すること。

� 林業、森林及び緑化に関する相談に関すること。

第７０条第２項中「林業試験場」を「林業技術センター」に

改め、同項の表を次のように改める。

総務課

研修課 研修係

研究指導室

第７０条第３項中「林業試験場」を「林業技術センター」に

改め、同項第１号を次のように改める。

� 所長

第７０条第３項中第１０号を第１１号とし、第４号から第９号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。

� 林業専門技術員

第７０条第４項中「林業試験場」を「林業技術センター」に

改める。

第７１条を次のように改める。

第７１条 削除

第７２条第５項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし

、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

� 中予水産試験場付

第７６条第２項第５号を次のように改める。

� 職員の政策形成能力の向上に係る研修の企画に関する

こと。

第７６条第２項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８

号及び第９号を削り、同項第１０号中「及び政策研究」を削り

、同号を同項第７号とする。

第７６条第３項を次のように改める。

３ 研修所に、次の表の左欄に掲げる課及びそれぞれ当該右

欄に掲げる係を置く。

総務課 庶務係

研修企画課 教務係

第７６条第４項第３号を次のように改める。

 課長

第７６条の２を削る。

第８０条第４項中「地域・生活係」を「農村・担い手係」に

改め、同条第５項第４号中「（中央地域農業改良普及センタ

ーに限る。）」を削り、同条第６項中第４号を削り、第５号

を第４号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り上げる

。

別表第１職員課の項を次のように改める。

人事課 人事係、組織定員係、給与係

職員厚生室 福利健康係、年金係、共済係

別表第１市町村課の項を次のように改める。

市町村課 行政係、選挙係、財政係、税政係

合併推進室 合併推進係

別表第１保健福祉課の項係の欄中「福祉活動係、援護恩給

係」を「福祉振興係」に改め、同表健康増進課の項同欄中「

老人保健係」を「健康政策係」に改め、「、生涯健康推進係

」を削り、同表高齢者福祉課の項同欄中「老人施設係」の下

に「、援護恩給係」を加え、同表中小企業課の項同欄中「技

術振興係」の下に「、産学官連携係」を加え、同表観光課の

項を次のように改める。

観光課 観光計画係、観光推進係、物産係

イベント推

進室

総務・広報係、イベント推進係

別表第１農政課の項係の欄中「、就業改善係」を削り、同

表農地整備課の項同欄中「企画調査係、計画指導係」を「計

画係、設計係」に改め、同表農産園芸課の項同欄中「農産物

加工係、流通対策係」を「流通加工係」に改め、同表林業振

興課の項課の欄中「林業振興課」を「林業政策課」に改め、

同項係の欄中「流域林業係」を「森林計画係」に改め、同表

森林整備課の項同欄中「森林計画係、」を削り、同表土木管

理課技術企画室の項同欄中「技術情報係」の下に「、システ

ム管理係」を加え、同表道路都市局の項課の欄中「道路都市

局」を「高速道路課」に改める。

別表第２保健福祉課の項地方機関の欄中「児童相談所」の

下に「、食肉衛生検査センター」を加え、同表農政課の項同

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外５
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欄中「林業試験場、緑化センター」を「林業技術センター」

に改める。

別表第３西条地方局の部総務福祉部税務管理課の項を削り

、同部総務福祉部課税課の項課の欄中「課税課」を「税務課

」に改め、同部産業経済部土地改良課の項係の欄中「、団体

指導係」を削り、同項の次に次のように加える。

伊予三島土地

改良課

施設整備係、団体指導係

丹原土地改良

課

施設整備第一係、施設整備第二係、団

体指導係

別表第３西条地方局の部産業経済部林業課の項の次に次の

ように加える。

伊予三島林業

課

指導第一係、指導第二係、治山林道係

丹原林業課 指導係、治山林道係

別表第３今治地方局の部総務福祉部税務管理課の項を削り

、同部総務福祉部課税課の項課の欄中「課税課」を「税務課

」に改め、同項係の欄中「不動産取得税係」を「収納管理係

、不動産取得税係」に改め、同表松山地方局の部総務福祉部

税務管理課の項同欄中「、収納管理第一係、収納管理第二係

」を削り、同部総務福祉部課税第一課の項課の欄中「課税第

一課」を「課税課」に改め、同項係の欄中「法人税係」の下

に「、自動車税係、自動車取得税係、軽油引取税係」を加え

、同部総務福祉部課税第二課の項及び総務福祉部納税課の項

を削り、同部総務福祉部地域福祉課の項同欄中「、生活保護

第一係、生活保護第二係」を削り、同項の次に次のように加

える。

久万福祉課 地域福祉係、生活保護係

別表第３松山地方局の部産業経済部第二土地改良課の項の

次に次のように加える。

久万土地改良

課

施設整備第一係、施設整備第二係、団

体指導係

別表第３松山地方局の部産業経済部林業課の項の次に次の

ように加える。

久万林業課 指導第一係、指導第二係、治山係、林

道第一係、林道第二係

別表第３松山地方局の部建設部建設第一課の項係の欄中「

第二係」の下に「、高規格道路推進係」を加え、同部建設部

建設第二課の項同欄中「公園第一係、公園第二係」を「公園

係」に改め、同部建設部建設第三課の項同欄中「、災害復旧

係」を削り、同表八幡浜地方局の部総務福祉部税務管理課の

項を削り、同部総務福祉部課税課の項課の欄中「課税課」を

「税務課」に改め、同項係の欄中「不動産取得税係」を「収

納管理係、不動産取得税係」に改め、同部総務福祉部地域福

祉課の項同欄中「生活保護第一係、生活保護第二係、生活保

護第三係」を「生活保護係」に改め、同項の次に次のように

加える。

大洲福祉課 地域福祉係、生活保護係

宇和福祉課 地域福祉係、生活保護係

別表第３八幡浜地方局の部産業経済部第二土地改良課の項

の次に次のように加える。

大洲土地改良

課

施設整備第一係、施設整備第二係、団

体指導係

宇和土地改良

課

施設整備第一係、施設整備第二係、団

体指導係

別表第３八幡浜地方局の部産業経済部林業課の項の次に次

のように加える。

大洲林業課 指導第一係、指導第二係、治山林道係

宇和林業課 指導第一係、指導第二係、治山林道係

別表第３宇和島地方局の部総務福祉部税務管理課の項を削

り、同部総務福祉部課税課の項課の欄中「課税課」を「税務

課」に改め、同項係の欄中「不動産取得税係」を「収納管理

係、不動産取得税係」に改め、同部総務福祉部地域福祉課の

項同欄中「生活保護第一係、生活保護第二係」を「生活保護

係」に改め、同項の次に次のように加える。

御荘福祉課 地域福祉係、生活保護係

別表第３宇和島地方局の部産業経済部土地改良課の項係の

欄中「、南予用水係」を削り、同項の次に次のように加える

。

御荘土地改良

課

施設整備係、団体指導係

別表第３宇和島地方局の部産業経済部林業課の項の次に次

のように加える。

御荘林業課 指導係、治山林道係

別表第３宇和島地方局の部産業経済部水産課の項の次に次

のように加える。

御荘水産課

別表第３の次に次の１表を加える。

別表第３の２（第２３条の２関係）

名 称 位 置 所管区域

西条地方局産業経済部伊予三

島土地改良課

伊予三島

市

伊予三島市

、川之江市

及び宇摩郡西条地方局産業経済部伊予三

島林業課

西条地方局産業経済部丹原土

地改良課

周桑郡丹

原町

東予市及び

周桑郡

西条地方局産業経済部丹原林

業課

松山地方局総務福祉部久万福

祉課

上浮穴郡

久万町

上浮穴郡

松山地方局産業経済部久万土

地改良課
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松山地方局産業経済部久万林

業課

八幡浜地方局総務福祉部大洲

福祉課

大洲市 大洲市及び

喜多郡

八幡浜地方局産業経済部大洲

土地改良課

八幡浜地方局産業経済部大洲

林業課

八幡浜地方局総務福祉部宇和

福祉課

東宇和郡

宇和町

東宇和郡

八幡浜地方局産業経済部宇和

土地改良課

八幡浜地方局産業経済部宇和

林業課

宇和島地方局総務福祉部御荘

福祉課

南宇和郡

御荘町

南宇和郡

宇和島地方局産業経済部御荘

土地改良課

宇和島地方局産業経済部御荘

林業課

宇和島地方局産業経済部御荘

水産課

別表第４ １ 出張所の表を削り、別表第４ ２ 土木事

務所の表中「２ 土木事務所」を削る。

別表第５ １ 出張所の表を削り、別表第５ ２ 土木事

務所の表中「２ 土木事務所」を削る。

別表第８西条地方局の部伊予三島地域農業改良普及センタ

ーの項地域振興課の目係の欄中「地域・生活係」を「農村・

担い手係」に改め、同部西条中央地域農業改良普及センター

の項企画調整課の目同欄、同部丹原地域農業改良普及センタ

ーの項企画調整課の目同欄、同表今治地方局の部今治中央地

域農業改良普及センターの項企画調整課の目同欄及び同表松

山地方局の部松山中央地域農業改良普及センターの項企画調

整課の目同欄中「生活改善係」を「女性・高齢者係」に改め

、同部久万地域農業改良普及センターの項地域振興課の目同

欄中「地域・生活係」を「農村・担い手係」に改め、同部伊

予地域農業改良普及センターの項企画調整課の目同欄及び同

表八幡浜地方局の部大洲地域農業改良普及センターの項企画

調整課の目同欄中「生活改善係」を「女性・高齢者係」に改

め、同項専門技術課の目同欄中「、蚕業係」を削り、同部八

幡浜中央地域農業改良普及センターの項企画調整課の目同欄

及び同部東宇和地域農業改良普及センターの項企画調整課の

目同欄中「生活改善係」を「女性・高齢者係」に改め、同項

専門技術課の目同欄中「、蚕業係」を削り、同表宇和島地方

局の部宇和島中央地域農業改良普及センターの項企画調整課

の目同欄中「生活改善係」を「女性・高齢者係」に改め、同

項専門技術課の目同欄中「、蚕業係」を削り、同部御荘地域

農業改良普及センターの項地域振興課の目同欄中「地域・生

活係」を「農村・担い手係」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ

、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に

辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を

命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられたものと

する。
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総務部職員課 総務部人事課
保健福祉部保健福祉課福祉活動係長 保健福祉部保健福祉課福祉振興係長
保健福祉部保健福祉課援護恩給係長 保健福祉部高齢者福祉課援護恩給係長
農林水産部林業振興課林産流通係長 農林水産部林業政策課林産流通係長
農林水産部林業振興課 農林水産部林業政策課
農林水産部森林整備課森林計画係長 農林水産部林業政策課森林計画係長
土木部道路都市局担当係長 土木部道路都市局高速道路課担当係長
土木部道路都市局 土木部道路都市局高速道路課
西条地方局総務福祉部税務管理課担当係長 西条地方局総務福祉部税務課担当係長
西条地方局総務福祉部課税課事業税係長 西条地方局総務福祉部税務課事業税係長
西条地方局伊予三島地域農業改良普及センター

地域振興課地域・生活係長
西条地方局伊予三島地域農業改良普及センター

地域振興課農村・担い手係長
西条地方局西条中央地域農業改良普及センター

企画調整課生活改善係長
西条地方局西条中央地域農業改良普及センター

企画調整課女性・高齢者係長
西条地方局中山川ダム建設事務所建設課建設第一係長 西条地方局中山川ダム建設事務所ダム建設係長
西条地方局伊予三島出張所土地改良課施設整備係長 西条地方局産業経済部伊予三島土地改良課施設整備係長
西条地方局伊予三島出張所土地改良課団体指導係長 西条地方局産業経済部伊予三島土地改良課団体指導係長
西条地方局伊予三島出張所林業課指導第二係長 西条地方局産業経済部伊予三島林業課指導第二係長
西条地方局伊予三島出張所林業課治山林道係長 西条地方局産業経済部伊予三島林業課治山林道係長
西条地方局丹原出張所土地改良課団体指導係長 西条地方局産業経済部丹原土地改良課団体指導係長
西条地方局丹原出張所林業課治山林道係長 西条地方局産業経済部丹原林業課治山林道係長
今治地方局総務福祉部税務管理課担当係長 今治地方局総務福祉部税務課担当係長
今治地方局総務福祉部課税課不動産取得税係長 今治地方局総務福祉部税務課不動産取得税係長
今治地方局総務福祉部課税課事業税・自動車税係長 今治地方局総務福祉部税務課事業税・自動車税係長
今治地方局総務福祉部課税課軽油引取税係長 今治地方局総務福祉部税務課軽油引取税係長
今治地方局今治中央地域農業改良普及センター

伯方支所総合普及課地域・生活係長
今治地方局今治中央地域農業改良普及センター

伯方支所総合普及課農村・担い手係長
松山地方局総務福祉部納税課担当係長 松山地方局総務福祉部税務管理課担当係長
松山地方局総務福祉部課税第一課個人事業税係長 松山地方局総務福祉部課税課個人事業税係長
松山地方局総務福祉部課税第一課法人税係長 松山地方局総務福祉部課税課法人税係長
松山地方局総務福祉部課税第二課自動車税係長 松山地方局総務福祉部課税課自動車税係長
松山地方局総務福祉部課税第二課軽油引取税係長 松山地方局総務福祉部課税課軽油引取税係長
松山地方局総務福祉部地域福祉課生活保護第二係長 松山地方局総務福祉部久万福祉課生活保護係長
松山地方局松山中央地域農業改良普及センター

企画調整課生活改善係長
松山地方局松山中央地域農業改良普及センター

企画調整課女性・高齢者係長
松山地方局久万地域農業改良普及センター

地域振興課地域・生活係長
松山地方局久万地域農業改良普及センター

地域振興課農村・担い手係長
松山地方局建設部建設第二課公園第一係長 松山地方局建設部建設第二課公園係長
松山地方局久万出張所土地改良課施設整備第一係長 松山地方局産業経済部久万土地改良課施設整備第一係長
松山地方局久万出張所土地改良課施設整備第二係長 松山地方局産業経済部久万土地改良課施設整備第二係長
松山地方局久万出張所土地改良課団体指導係長 松山地方局産業経済部久万土地改良課団体指導係長
松山地方局久万出張所林業課指導第一係長 松山地方局産業経済部久万林業課指導第一係長
松山地方局久万出張所林業課指導第二係長 松山地方局産業経済部久万林業課指導第二係長
松山地方局久万出張所林業課治山係長 松山地方局産業経済部久万林業課治山係長
松山地方局久万出張所林業課林道第一係長 松山地方局産業経済部久万林業課林道第一係長
松山地方局久万出張所林業課林道第二係長 松山地方局産業経済部久万林業課林道第二係長
研修所庶務係長 研修所総務課庶務係長
愛媛整肢療護園総婦長 愛媛整肢療護園総看護長
愛媛整肢療護園婦長 愛媛整肢療護園看護長
林業試験場総務課担当係長 林業技術センター総務課担当係長
林業試験場総務課研修係長 林業技術センター研修課研修係長
林業試験場 林業技術センター
八幡浜地方局総務福祉部税務管理課収納管理係長 八幡浜地方局総務福祉部税務課収納管理係長
八幡浜地方局総務福祉部税務管理課担当係長 八幡浜地方局総務福祉部税務課担当係長
八幡浜地方局総務福祉部課税課事業税・自動車税係長 八幡浜地方局総務福祉部税務課事業税・自動車税係長
八幡浜地方局総務福祉部地域福祉課生活保護第二係長 八幡浜地方局総務福祉部大洲福祉課生活保護係長
八幡浜地方局総務福祉部地域福祉課生活保護第三係長 八幡浜地方局総務福祉部宇和福祉課生活保護係長
八幡浜地方局大洲地域農業改良普及センター

企画調整課生活改善係長
八幡浜地方局大洲地域農業改良普及センター

企画調整課女性・高齢者係長
八幡浜地方局八幡浜中央地域農業改良普及センター

企画調整課生活改善係長
八幡浜地方局八幡浜中央地域農業改良普及センター

企画調整課女性・高齢者係長
八幡浜地方局東宇和地域農業改良普及センター

企画調整課生活改善係長
八幡浜地方局東宇和地域農業改良普及センター

企画調整課女性・高齢者係長
八幡浜地方局大洲出張所土地改良課施設整備第二係長 八幡浜地方局産業経済部大洲土地改良課施設整備第二係長
八幡浜地方局大洲出張所土地改良課団体指導係長 八幡浜地方局産業経済部大洲土地改良課団体指導係長
八幡浜地方局大洲出張所林業課指導第一係長 八幡浜地方局産業経済部大洲林業課指導第一係長
八幡浜地方局宇和出張所土地改良課施設整備第一係長 八幡浜地方局産業経済部宇和土地改良課施設整備第一係長
八幡浜地方局宇和出張所土地改良課団体指導係長 八幡浜地方局産業経済部宇和土地改良課団体指導係長
八幡浜地方局宇和出張所林業課指導第二係長 八幡浜地方局産業経済部宇和林業課指導第二係長
宇和島地方局総務福祉部税務管理課収納管理係長 宇和島地方局総務福祉部税務課収納管理係長
宇和島地方局総務福祉部税務管理課担当係長 宇和島地方局総務福祉部税務課担当係長
宇和島地方局総務福祉部課税課不動産取得税係長 宇和島地方局総務福祉部税務課不動産取得税係長
宇和島地方局総務福祉部課税課事業税・自動車税係長 宇和島地方局総務福祉部税務課事業税・自動車税係長
宇和島地方局宇和島中央地域農業改良普及センター

企画調整課生活改善係長
宇和島地方局宇和島中央地域農業改良普及センター

企画調整課女性・高齢者係長
宇和島地方局御荘地域農業改良普及センター

地域振興課地域・生活係長
宇和島地方局御荘地域農業改良普及センター

地域振興課農村・担い手係長
宇和島地方局御荘出張所土地改良課施設整備係長 宇和島地方局産業経済部御荘土地改良課施設整備係長
宇和島地方局御荘出張所土地改良課団体指導係長 宇和島地方局産業経済部御荘土地改良課団体指導係長
宇和島地方局御荘出張所林業課治山林道係長 宇和島地方局産業経済部御荘林業課治山林道係長
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*愛媛県規則第４１号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表知事の事務部局の部本庁の項職の欄中「、しま

なみ海道振興監」を削り、「新事業支援監、高速道路課長」

を「主席工事検査専門員」に改め、「、高速道路課長補佐」

を削り、同部地方機関の項同欄中「事務長」の下に「、市町

村振興・合併推進班長、納税班長、滞納処分専門員、児童指

導専門員、専門研究員」を加え、「分室長、蚕業指導専門員

」を「中予水産試験場付、技術企画専門員」に、「総婦長」

を「総看護長」に改め、「主任判定員」の下に「、特別研究

員」を加え、「、婦長」を「、看護長」に改め、「、教官」

の下に「、主任主事、主任技師」を加える。

第４条の表知事の事務部局の部地方機関の項職の欄中「主

任業務員」の下に「、主任技術員」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
*愛媛県規則第４２号
組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように

定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則
�

（と畜場法施行細則の一部改正）
�

第１条 と畜場法施行細則（昭和２９年愛媛県規則第１３号）の

一部を次のように改正する。

第８条中「第１条第１０号」を「第１条第１１号」に改める

。
�

第１１条の表プリマハム株式会社四国工場と畜場の項を削

る。

第１２条中「所轄の保健所長」を「食肉衛生検査センター

所長」に改める。

（愛媛県庁舎管理規則の一部改正）

第２条 愛媛県庁舎管理規則（昭和３４年愛媛県規則第３６号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「又は地方局出張所」を「（知事が指定

する課所を除く。）」に改め、「又は出張所長」を削り、

「地方機関の長と」を「職にある者と」に改める。

（愛媛県用品調達規則の一部改正）

第３条 愛媛県用品調達規則（昭和４１年愛媛県規則第２２号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「（道路都市局（道路建設課、道路維持課、都

市計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）を含む。

）」を削る。

第４条第１項中「（道路都市局（道路建設課、道路維持

課、都市計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）に

あつては、高速道路課長とする。以下同じ。）」を削る。

（愛媛県女性総合センター運営規則の一部改正）

第４条 愛媛県女性総合センター運営規則（昭和６２年愛媛県

規則第４４号）の一部を次のように改正する。

第２条中「開発等」の下に「を通じて男女共同参画の推

進」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 前項に定めるもののほか、センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１３年法

律第３１号）に規定する配偶者暴力相談支援センターとし

て、次に掲げる業務を行う。

� 被害者に関する各般の問題についての相談に関する

こと。

� 被害者の心身の健康を回復させるための医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導に関すること。

 被害者に対する情報の提供その他の援助に関するこ

と。

（愛媛県執務時間規則の一部改正）

第５条 愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）

の一部を次のように改正する。

別表中
「愛媛県林業試験場

を「愛媛県林業技術セン
愛媛県緑化センター」

ター」に改める。

（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細

則の一部改正）

第６条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施

行細則（平成４年愛媛県規則第１号）の一部を次のように

改正する。

第５条中「所轄の保健所長」を「愛媛県食肉衛生検査セ

ンター所長」に改め、同条に次のただし書を加える。

ただし、法第１６条第２項に規定する認定小規模食鳥処

理業者に係る書類については、所轄の保健所長を経由す

るものとする。

（特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正）

第７条 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年

愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

第３条中「保健福祉部保健福祉課」を「県民環境部県民

交流課」に改める。

（愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則の一部改

正）

第８条 愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則（平

成１１年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号中「職員課」を「人事課」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

*愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める

。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

訓 令
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愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次

のように改正する。

第１２条第１項中「（高速道路課長を除く。第１４条及び第１４

条の５において同じ。）」を削り、同条第２項及び第３項を

削り、同条第４項中「整理する」の下に「とともに、県民交

流課に係る当該事務を掌理し、同課の当該事務を担当する職

員を指揮監督する」を加え、同項を同条第２項とし、同条第

５項中「整理する」の下に「とともに、廃棄物対策課に係る

当該事務を掌理し、同課の当該事務を担当する職員を指揮監

督する」を加え、同項を同条第３項とし、同条第６項を削る

。

第１２条の５を第１２条の６とし、第１２条の４を第１２条の５と

し、第１２条の３中「（高速道路課長補佐を含む。）」及び「

（高速道路課長を含む。第１９条、第７９条第１項及び第１０２条

第１項において同じ。）」を削り、同条を第１２条の４とし、

第１２条の２の次に次の１条を加える。

（主席工事検査専門員）

第１２条の３ 主席工事検査専門員は、上司の命を受け、土木

部の所管に属する工事の設計審査及び検査に関する事務を

掌理し、所属工事検査専門員を指揮監督する。

第２０条第２項中「及び高速道路課長」、「、しまなみ海道

振興監」及び「、新事業支援監」を削る。

第７７条中「（道路都市局（道路建設課、道路維持課、都市

計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）を含む。）」

を削る。

第８０条第１項中「職員課長」を「人事課長」に改め、同条

第２項中「５日までに職員課長」を「１０日までに人事課長」

に改め、同条第３項中「職員課長」を「人事課長」に改める

。

第８２条及び第８３条中「職員課長」を「人事課長」に改める

。

職員課

長 印

「

様式第１８号から様式第２０号までの規定中 を

」

人事課

長 印

「

に改める。

」

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ この訓令施行の際現にある改正前の愛媛県処務細則様式

第１８号から第２０号までの規定による書類の用紙は、当分の

間、これを訂正して使用することができる。

*愛媛県訓令第６号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「（高速道路課長を含む。第５条及び別表第１において同じ。）、室長」を「、室長、ＮＰＯ・ボランテ

ィア推進監、循環型社会推進監」に改める。

第５条第１項の表知事の権限に属する事務の部課長の項代決者の欄中「しまなみ海道振興監（担任事務に限る。）、」及

び「、新事業支援監（担任事務に限る。）」を削り、「、所長及び高速道路課長補佐」を「及び所長」に改め、同部中室長

の項の次に次のように加える。

ＮＰＯ・ボ

ランティア

推進監及び

循環型社会

推進監

ＮＰＯ・ボランティア推進

監又は循環型社会推進監が

指定した職員

別表第１中１８の部を１９の部とし、４の部から１７の部までを１ずつ繰り下げ、３の部の次に次のように加える。

４ 愛媛県個人

情報保護条例

の施行に関す

る事務

１ 個人情報取扱事務の登録及びその抹消（

第７条第２項、第４項）
○

２ 愛媛県個人情報保護審議会の意見の聴取

（第７条第３項第３号、第８条第２項第６

号、第３項、第９条第５号、第１０条第２項

）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定（第２０条、第２３条第２項、第３０

条、第３５条）

○

４ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定に係る期間の延長等（第２１条第

２項、第２２条、第３１条第２項、第３２条、第
○

��������������
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別表第１備考１�を次のように改める。
� ５の部７の項及び１２の項

別表第１備考１中「６の部」を「７の部」に改め、同表備考１�中「９の部」を「１０の部」に改め、同表備考２及び３
中「４の部」を「５の部」に改める。

別表第２職員課の表組織名の欄中「職員課」を「人事課」に改め、同表５の部中３の項を削り、４の項を３の項とし、同

表中９の部から１１の部までを削り、１２の部を９の部とし、１３の部を１０の部とし、同表の次に次の１表を加える。

３５条）

５ 個人情報の開示の請求に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（第２３条第１項）
○

６ 口頭により開示請求ができる個人情報の

決定（第２５条第１項）
○

７ 個人情報の開示の請求等に対する決定に

係る不服申立て等に関すること。

� 愛媛県個人情報保護審議会への諮問等

（第３６条、第３７条、第４１条第３項）
○

� 第三者に対する通知（第２３条第２項、

第３９条）
○

８ 個人情報の取扱いの是正の申出及び再度

の是正の申出の処理（第４０条第３項、第４１

条第４項）

○

組

織

名

決裁区分

事務の種類 事 項
知事

専決者

部長 室長

職

員

厚

生

室

１ 退職手当に

関する事務

１ 退職手当に関すること（愛媛県退職手当

条例及び技能労務職員の退職手当に関する

規程）。

� 受給資格者の決定（勧奨退職者に係る

ものに限る。）

ア 役付職員に係るもの ○

イ 一般職員及び技能労務職員に係るも

の
○

２ 恩給法の施

行に関する事

務

１ 法による恩給中県費の支弁に属し、かつ

、知事の所管に係るものの恩給を受ける権

利の裁定（昭和２６年法律第８７号による改正

前の恩給法第１２条）

○

２ 受給権の存否の調査 ○

３ 恩給外の所得の決定（第５８条の４第３項

）
○

４ 恩給の支給の決定（恩給給与規則第２８条

）
○

３ 愛媛県恩給

条例の施行に

関する事務

１ 恩給を受ける権利の裁定（第１７条） ○

２ 受給権存否の調査（第１８条） ○

３ 恩給の多額所得の停止（第３９条） ○

４ 恩給受給権者の失権に伴う扶助料の裁定

（第５１条）
○

５ 恩給の支給の決定（愛媛県恩給給与規則

第３４条）
○

４ 職員の福利

厚生に関する

事務

１ 職員の福利厚生計画の決定 ○

２ 職員の福利厚生事業の実施 ○

３ 職員の衛生管理の実施 ○

４ 図書室の管理運営 ○
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別表第２県政広報課の表４の部５の項事項の欄中「実施準備」を「実施」に改める。

別表第２ふるさと整備課の表中７の部を削り、８の部を７の部とし、９の部から１３の部までを１ずつ繰り上げ、１２の部の

次に次のように加える。

別表第２県民交流課の表６の部事務の種類の欄中「及び生活運動」を削り、同部中１の項を削り、２の項を１の項とし、

３の項を削り、４の項を２の項とし、５の項を削り、同表に備考として次のように加える。

備考 この表３の部から６の部までの適用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「ＮＰＯ・ボランティ

ア推進監」とする。

別表第２参画推進課の表中１の部の次に次のように加える。

別表第２生活課の表１の部５の項を削り、同表６の部事務の種類の欄中「訪問販売等に関する法律」を「特定商取引に関

する法律」に改め、同部１の項事項の欄中「第５条の３、第１５条、第１７条の７、第２１条の２、訪問販売等に関する法律施行

令」を「第７条、第３８条、第４６条、第５６条、第６８条、特定商取引に関する法律施行令」に改め、同部２の項同欄中「第５条

の４第１項、第１６条第１項、第１７条の８第１項、第２１条の２」を「第８条第１項、第３９条第１項、第４７条第１項、第５７条第

１項、第６８条」に改め、同部３の項同欄中「第５条の４第２項、第１６条第２項、第１７条の８第２項、第２１条の２」を「第８

条第２項、第３９条第２項、第４７条第２項、第５７条第２項、第６８条」に改め、同表１０の部１の項同欄中「貯蓄推進功績者及び

優良こども銀行」を「金融知識普及功績者」に改め、同部２の項同欄中「貯蓄生活設計推進員及び貯蓄生活設計普及地区」

を「金融広報アドバイザー、金融学習グループリーダー及び金融学習グループ」に改める。

別表第２環境政策課の表１３の部中３の項及び４の項を削り、５の項を３の項とし、６の項を４の項とし、７の項を削り、

８の項を５の項とし、９の項を削り、同表中２７の部を２９の部とし、２２の部から２６の部までを２ずつ繰り下げ、２１の部の次に

次のように加える。

１３ 誇れるふる

さとづくり総

合支援事業費

補助金交付要

綱（平成１４年

３月２８日制定

）の施行に関

する事務

１ 補助金の地方局への配分の決定（第３条

）

○

２ 愛媛県男女

共同参画推進

条例の施行に

関する事務

１ 基本計画の策定及び変更（第９条第１項

、第４項、第５項）
○

２ 年次報告書の作成及び公表（第１６条） ○

３ 男女共同参画の状況等に関すること。

� 報告の徴収（第２０条第１項） ○

� 公表及び情報の提供等（第２０条第２項

、第３項）
○

４ 男女共同参画会議に関すること。 ○

２２ 特定製品に

係るフロン類

の回収及び破

壊の実施の確

保等に関する

法律の施行に

関する事務

１ 第一種フロン類回収業者に関すること。

� 登録の実施又は拒否（第９条第１項、

第１０条、第１１条）
○

� 登録の更新又は拒否（第１０条、第１１条

、第１２条第１項、第２項）
○

 変更の届出の受理（第１０条、第１１条、

第１３条）
○

� 廃業等の届出の受理（第１５条第１項） ○

� 登録の抹消（第１６条） ○

� 登録の取消し等（第１１条第２項、第１７

条）
○

� 回収量等の報告に係る処理（第２２条第

２項、第３項）
○

� フロン類を再利用する者等の認定（特

定製品に係るフロン類の回収及び破壊の

実施の確保等に関する法律施行規則第７

条）

○
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２ 第二種特定製品引取業者に関すること。

� 登録の実施又は拒否（第２５条第１項、

第２６条、第２７条）
○

� 登録の更新又は拒否（第１２条第１項、

第２項、第２６条から第２８条まで）
○

 変更の届出の受理（第１３条、第２６条か

ら第２８条まで）
○

� 廃業等の届出の受理（第１５条第１項、

第２８条）
○

� 登録の抹消（第１６条、第２８条） ○

� 登録の取消し等（第１１条第２項、第１７

条、第２８条）
○

３ 第二種フロン類回収業者に関すること。

� 登録の実施又は拒否（第２９条第１項、

第３０条、第３１条）
○

� 国土交通大臣の通知に係る者の登録の

実施又は拒否（第３０条第２項、第３１条第

２項、第３２条）

○

 登録の更新（第１２条第１項、第２項、

第３０条、第３１条、第３３条第１項）
○

� 変更の届出の受理（第１３条、第３０条、

第３１条、第３３条第１項）
○

� 廃業等の届出の受理（第１５条第１項、

第３３条）
○

� 登録の抹消（第１６条、第３３条） ○

� 登録の取消し等（第１７条、第３１条第２

項、第３３条）
○

� 回収量等の報告の受理（第２２条第２項

、第３３条、第３４条）
○

４ 指導及び助言（第２３条、第４２条第１項） ○

５ 勧告（第２４条第１項、第２項、第４３条第

１項、第２項、第４項、第６４条第１項）
○

６ 措置命令（第２４条第３項、第４３条第６項

、第６４条第２項）
○

７ 報告の徴収（第７０条） ○

８ 立入検査（第７１条第１項） ○

２３ 特定化学物

質の環境への

排出量の把握

等及び管理の

改善の促進に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 第一種指定化学物質に関すること。

� 排出量等の届出に係る経由及び意見の

提出（第５条第３項）
○

� 届出事項の説明の要求（第７条第５項

）
○

 届出事項の集計結果の公表（第８条第

５項）
○

� 調査に関する資料の提供の要求等（第

１３条）
○

２ 電子情報処理組織の使用に関すること。

� 届出に係る処理（特定化学物質の環境

への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律施行令第９条第２項、特

定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律施行規

則（以下この項において「省令」という

。）第１２条第２項）

○
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別表第２廃棄物対策課の表６の部７の項�決裁区分の欄、同項�同欄及び同項�同欄中「 ○ 」を「 ○ 」

に改め、同部を同表７の部とし、同表中５の部を６の部とし、４の部を５の部とし、３の部の次に次のように加える。

別表第２廃棄物対策課の表に備考として次のように加える。

備考 この表１の部及び２の部８の項の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「循環型社会推進監

」とする。

別表第２保健福祉課の表２２の部を次のように改める。

別表第２保健福祉課の表２３の部から４０の部までを削り、同表４１の部中２の項の次に次のように加え、同部を同表２３の部と

する。

� 届出事項の変更及び廃止の届出の受理

（省令第１２条第３項）
○

 停止（省令第１２条第４項） ○

３ 指定化学物質等取扱事業者への技術的な

助言及びその他の措置（第１７条第３項）
○

４ ポリ塩化ビ

フェニル廃棄

物の適正な処

理の推進に関

する特別措置

法の施行に関

する事務

１ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策

定及び公表（第７条）
○

２ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の届

出の受理（第８条）
○

３ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の状

況の公表（第９条）
○

４ 事業者の地位の承継の届出の受理（第１２

条第２項）
○

５ 指導及び助言（第１４条） ○

６ 改善命令（第１６条） ○

７ 報告の徴収（第１７条） ○

８ 立入検査等（第１８条第１項） ○

２２ 愛媛県介護

福祉士等修学

資金貸与条例

の施行に関す

る事務

１ 貸費生の採用（第２条、愛媛県介護福祉

士等修学資金貸与条例施行規則（以下この

部において「規則」という。）第４条）

○

２ 誓約書の受理（規則第５条） ○

３ 修学資金の貸与の取消し及び休止の決定

（第４条、第５条）
○

４ 休学、停学及び復学の届出の受理（規則

第６条）
○

５ 借用証の受理（規則第７条） ○

６ 修学資金の返還債務の免除の決定（第６

条、第８条、規則第１１条第３項）
○

７ 修学資金の返還計画の届出の受理（規則

第８条第２項）
○

８ 修学資金の返還猶予の決定（第９条、第

１０条、規則第１１条第３項）
○

９ 就業状況の届出の受理（規則第１０条） ○

１０ 貸費生の異動の届出の受理（規則第１４条

）
○

１１ 修学資金の貸与の辞退の届出の受理（規

則第１５条）
○

１２ 保証人の異動の届出の受理（規則第１６条

）
○

３ 医療技術短期大学の４年制大学への移行

に関すること。
○
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別表第２薬務衛生課の表４の部１の項事項の欄中「販売等の禁止（第５条」を「回収命令等（第６条」に改め、同表９の

部１の項から６の項までを次のように改め、同部７の項を削る。

１ 土地掘削、増掘及び動力装置に関するこ

と。

� 許可（第３条第１項、第４条第２項、

第９条）
○

� 工業利用に係る経済産業局長への協議

（第３条第３項）
○

 工事の着手の届出の受理（温泉法施行

細則（以下この部において「規則」とい

う。）第７条）

○

� 許可の有効期間の更新（第５条第２項

、第９条第２項）
○

� 工事の完了又は廃止の届出の受理（第

６条第１項、第９条第２項）
○

� 工事の状況の届出の受理（規則第８条

）
○

� 掘削等の影響の報告の処理（規則第９

条）
○

� しゅんせつの届出の受理（規則第１０条

）
○

� 温泉採取権の取得の届出の受理（規則

第１７条）
○

� 氏名等の変更の届出の受理（規則第１８

条）
○

� 許可の取消し（第７条第１項、第９条

第２項）
○

� 措置命令（第７条第２項、第９条第２

項）
○

� 原状回復の命令（第８条、第９条第２

項）
○

� 隣接県に影響を及ぼすおそれがある場

合の環境大臣への協議（第１１条第１項）
○

２ 温泉採取の制限に関すること。

� 命令（第１０条第１項） ○

� 工業利用に係る経済産業局長への協議

（第１０条第２項）
○

３ 温泉ゆう出目的以外で土地を掘削した者

に関すること。

� 措置命令（第１２条第１項） ○

� 行政庁との協議（第１２条第２項） ○

４ 温泉の公共の浴用又は飲用に関すること

。

� 許可（第４条第２項、第１３条第１項、

第４項）
○

� 温泉の成分等の掲示の届出の受理（第

１４条第３項）
○

 温泉利用の廃止の届出の受理（規則第

１３条）
○

� 氏名等の変更の届出の受理（規則第１８

条）
○

� 掲示内容の変更命令（第１４条第４項） ○
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別表第２薬務衛生課の表１７の部事項の欄中「環境衛生資金」を「生活衛生資金」に改め、同表２３の部３の項同欄中「取消

し」を「取消し等及び再免許の付与」に改める。

別表第２健康増進課の表４の部１４の項�を削り、同項事項の欄中「第４５条第５項」を「第４５条第４項」に改め、同項中
を�とし、�から�までを１ずつ繰り上げ、同表１１の部１の項同欄中「第４条」を「第４条第１項、第２項」に改め、同
部２の項を削り、同部３の項同欄中「第５条」を「第５条第１項、第３項」に改め、同項を同部２の項とし、同部中同項の

次に次のように加える。

別表第２健康増進課の表１３の部１の項を次のように改め、同部２の項を削る。

別表第２健康増進課の表１８の部事務の種類の欄中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に改め、同部１

の項事項の欄中「准看護婦」を「准看護師」に、「第１２条、第１３条」を「第１１条、第１２条、第１３条第２項」に改め、同部２

の項同欄中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同部８の項同欄中「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改め、

同部９の項同欄中「准看護婦」を「准看護師」に、「保健婦助産婦看護婦法施行令」を「保健師助産師看護師法施行令」に

改め、同部１０の項同欄中「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改め、同部１１の項同欄中「准看護婦籍」を「准看護師籍」

に改め、同表１９の部事務の種類の欄中「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」を「看護師等の人材確保の促進に関する

法律」に改め、同部１の項事項の欄中「看護婦等の」を「看護師等の」に改め、同項�同欄中「看護婦等就業協力員」を「
看護師等就業協力員」に改め、同項同欄及び同項�同欄中「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に改め、同
表２１の部事務の種類の欄中「保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則」を「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に改

め、同部２の項事項の欄、同部３の項同欄及び同部４の項同欄中「准看護婦養成所」を「准看護師養成所」に改める。

別表第２児童福祉課の表４の部３の項事項の欄中「並びに母子福祉協助員の任命及び指導」を「の指導」に改め、同項決

裁区分の欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め、同表１３の部中２の項を削り、３の項を２の項とし、４の項を３の項

とし、５の項を４の項とする。

� 改善の指示（第２６条） ○

� 許可の取消し（第２７条第１項） ○

� 措置命令（第２７条第２項） ○

５ 温泉成分分析機関に関すること。

� 登録（第１５条第１項、第５項） ○

� 登録事項の変更の届出の受理（第１６条

）
○

 廃止の届出の受理（第１７条） ○

� 登録の抹消（第１８条） ○

� 登録の取消し（第２１条） ○

６ 環境審議会の意見の聴取（第２８条） ○

３ 栄養士名簿の訂正並びに免許証の書換え

交付及び再交付（栄養士法施行令（以下こ

の部において「政令」という。）第３条第

１項、第５条第１項、第６条第１項）

○

４ 栄養士名簿の登録の抹消（政令第４条第

１項）
○

５ 栄養士免許の取消し等に関する通知（政

令第７条）
○

６ 栄養士免許証の返納（政令第８条第１項

、第３項）
○

７ 養成施設の指定に係る意見の具申（政令

第９条）
○

８ 免許証、申請書等の経由（政令第１条第

３項、第３条第３項、第４項、第４条第２

項、第５条第２項、第５項、第６条第２項

、第５項から第７項まで、第８条第４項、

第９条、第１２条から第１５条まで）

○

１ 生涯健康づくり推進員活動事業（第６条

）
○
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別表第２障害福祉課の表２の部中２０の項を２２の項とし、７の項から１９の項までを２ずつ繰り下げ、６の項の次に次のよう

に加える。

別表第２障害福祉課の表３の部中１の項を３の項とし、同項の前に次のように加える。

７ 指定居宅支援事業者に関すること。

� 指定（第１７条の４第１項、第１７条の２３

第１号、社会福祉の増進のための社会福

祉事業法等の一部を改正する等の法律（

以下この部から４の部までにおいて「改

正法」という。）附則第２７条第１号）

○

� 変更の届出等に係る措置（第１７条の２０

、第１７条の２３第２号、改正法附則第２７条

第１号）

○

 報告の命令等（第１７条の２１第１項、改

正法附則第２７条第１号）
○

� 指定の取消し（第１７条の２２第１項、第

１７条の２３第３号、改正法附則第２７条第１

号）

○

８ 指定身体障害者更生施設等に関すること

。

� 指定（第１７条の１０第１項、第１７条の３１

第１号、改正法附則第２７条第１号）
○

� 変更の届出の受理（第１７条の２７、改正

法附則第２７条第１号）
○

 報告の命令等（第１７条の２８第１項、改

正法附則第２７条第１号）
○

� 指定の辞退の申出に係る措置（第１７条

の２９、第１７条の３１第２号、改正法附則第

２７条第１号）

○

� 指定の取消し（第１７条の３０第１項、第

１７条の３１第３号、改正法附則第２７条第１

号）

○

１ 指定居宅支援事業者に関すること。

� 指定（第１５条の５第１項、第１５条の２３

第１号、改正法附則第２７条第２号）
○

� 変更の届出等に係る措置（第１５条の２０

、第１５条の２３第２号、改正法附則第２７条

第２号）

○

 報告の命令等（第１５条の２１第１項、改

正法附則第２７条第２号）
○

� 指定の取消し（第１５条の２２第１項、第

１５条の２３第３号、改正法附則第２７条第２

号）

○

２ 指定知的障害者更生施設等に関すること

。

� 指定（第１５条の１１第１項、第１５条の３１

第１号、改正法附則第２７条第２号）
○

� 変更の届出の受理（第１５条の２７、改正

法附則第２７条第２号）
○

 報告の命令等（第１５条の２８第１項、改

正法附則第２７条第２号）
○

� 指定の辞退の申出に係る措置（第１５条

の２９、第１５条の３１第２号、改正法附則第

２７条第２号）

○
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別表第２障害福祉課の表４の部中２の項を３の項とし、１の項を２の項とし、同項の前に次のように加える。

別表第２障害福祉課の表８の部２の項事項の欄中「第５０条の２の４」の下に「、第５０条の３の３」を加え、同部４の項同

欄中「第５０条の２の５第２項」の下に「、第５０条の３の４第２項」を加え、同部中同項の次に次のように加える。

別表第２高齢者福祉課の表中５の部の次に次のように加える。

� 指定の取消し（第１５条の３０第１項、第

１５条の３１第３号、改正法附則第２７条第２

号）

○

１ 指定居宅支援事業者に関すること。

� 指定（第２１条の１０第１項、第２１条の２３

第１号、改正法附則第２７条第３号）
○

� 変更の届出等に係る措置（第２１条の２０

、第２１条の２３第２号、改正法附則第２７条

第３号）

○

 報告の命令等（第２１条の２１第１項、改

正法附則第２７条第３号）
○

� 指定の取消し（第２１条の２２第１項、第

２１条の２３第３号、改正法附則第２７条第３

号）

○

５ 精神障害者居宅支援事業の実施、変更、

廃止及び休止の届出の受理（第５０条の３）
○

６ 精神障害者居宅支援事業を行う者に対す

る事業の制限及び停止の命令（第５０条の３

の４第１項）

○

６ 戦傷病者戦

没者遺族等援

護法の施行に

関する事務

１ 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族

給与金、弔慰金及び遺族一時金に関する請

求書等の受理

○

２ 障害年金、遺族年金及び遺族給与金の受

給権調査
○

３ 遺族年金、遺族給与金、弔慰金及び遺族

一時金に関する証書等の記入及び交付
○

７ 戦没者等の

妻に対する特

別給付金支給

法の施行に関

する事務

１ 戦没者等の妻に対する特別給付金を受け

る権利の裁定（第３条）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

８ 戦没者等の

遺族に対する

特別弔慰金支

給法の施行に

関する事務

１ 特別弔慰金を受ける権利の裁定（第４条

）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

９ 戦没者の父

母等に対する

特別給付金支

給法の施行に

関する事務

１ 戦没者の父母等に対する特別給付金を受

ける権利の裁定（第４条）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

１０ 旧軍人等の

遺族に対する

恩給等の特例

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 特例扶助料及び特例遺族年金の請求書の

受理（恩給給与施行細則第２条）

○

１１ 引揚者給付 １ 引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権
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金等支給法の

施行に関する

事務

利の裁定（第３条）
○

１２ 引揚者等に

対する特別給

付金の支給に

関する法律の

施行に関する

事務

１ 引揚者特別給付金を受ける権利の裁定（

第３条）
○

２ 国庫債券の担保貸付内申

○

１３ 未帰還者に

関する特別措

置法の施行に

関する事務

１ 戦時死亡宣告審判申立て（第２条） ○

２ 弔慰金の支給（第３条）
○

１４ 未帰還者留

守家族等援護

法の施行に関

する事務

１ 葬祭料の支給（第１６条） ○

２ 遺骨引取経費の支給（第１７条） ○

３ 障害一時金の支給（第２６条）
○

１５ 死亡公報補

完に関する事

務

１ 死亡場所の調査 ○

２ 死亡公報補完通知
○

１６ 戦没者の叙

位及び叙勲（

昭和３９年３月

２８日付け厚生

省援護局長通

知）の施行に

関する事務

１ 叙位、叙勲調査票の進達 ○

２ 賞賜物件の伝達 ○

３ 叙位、叙勲発令予定者の発表 ○

４ 叙位、叙勲該当遺族の調査

○

１７ 定例未伝達

勲章の伝達（

昭和４５年６月

１７日付け厚生

省援護局長通

知）の施行に

関する事務

１ 該当者の調査及び進達 ○

２ 賞賜物件の伝達

○

１８ 未伝達位記

の伝達（昭和

４７年８月２３日

付け厚生省援

護局長通知）

の施行に関す

る事務

１ 該当者の調査及び進達 ○

２ 賞賜物件の伝達

○

１９ 未帰還者等

に関する調査

整理事務実施

要領（昭和２９

年７月３０日付

け厚生省援護

局長通知）の

施行に関する

事務

１ 未帰還者等の調査及び通報

○

２０ 復員業務規

程（昭和２６年

３月５日付け

引揚援護庁訓

第１号）の施

１ 死亡公報の発令（第１７条）

○
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別表第２人権対策課の表３の部を次のように改める。

別表第２観光課の表の次に次の１表を加える。

行に関する事

務

２１ 恩給法の施

行に関する事

務

１ 軍人軍属の恩給を受ける権利の裁定に必

要な調査及び進達（恩給給与細則第２条） ○

２２ 戦傷病者特

別援護法の施

行に関する事

務

１ 戦傷病者手帳の交付、訂正、再発行及び

これらに必要な調査（第４条から第６条ま

で）

○

２ 戦傷病者相談員の推薦（第８条の２） ○

３ 療養給付等の認定、交付及び支給並びに

却下（第１０条、第１７条、第２１条）
○

４ 指定医療機関の指導、報告及び検査等（

第１３条、第１５条、第１６条）
○

５ 療養手当、葬祭費等の支給（第１８条から

第２０条まで）
○

６ 更生医療、補装具の交付等の判定及び認

定（第２０条、第２１条）
○

７ 戦傷病者等に対する報告聴取等（第２４条

）
○

２３ 戦傷病者等

の妻に対する

特別給付金支

給法の施行に

関する事務

１ 特別給付金の裁定（第３条第２項） ○

２ 国庫債券の買上げ及び担保貸付け（戦傷

病者の妻に対する特別給付金支給法施行令

第２条）
○

２４ 国家公務員

共済組合法、

地方公務員共

済組合法、厚

生年金保険法

等の施行に関

する事務

１ 軍人、軍属等の履歴等の調査証明（昭和

３４年７月２４日付け厚生省引揚援護局長通達

）

○

３ 地方改善対

策事業に関す

る事務

１ 地方改善対策事業の実施

○

組

織

名

決裁区分

事務の種類 事 項
知事

専決者

部長 室長

イ

ベ

ン

ト

推

進

室

１ 南予地域観

光振興イベン

トに関する事

務

１ 愛媛県南予地域観光振興イベント実行委

員会に関すること。
○

２ 愛媛県南予地域観光振興イベント推進本

部に関すること。
○

３ 南予地域観光振興イベントの広報に関す

ること。
○

４ 南予地域観光振興イベントの事業計画に

関すること。
○

５ 地域企画イベント及び自主企画イベント

の調整及び支援に関すること。
○

６ 関係機関等との連絡調整に関すること。 ○

７ その他南予地域観光振興イベントの推進

に関すること。
○
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別表第２労政雇用課の表７の部４の項を削り、同表１０の部２の項事項の欄を次のように改める。

別表第２労政雇用課の表１０の部６の項を削り、同表１１の部中２の項及び３の項を削り、４の項を２の項とし、５の項を３

の項とし、６の項を４の項とし、同表１２の部事務の種類の欄中「勤労婦人の福祉」を「雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等」に改め、同部１の項事項の欄中「勤労婦人の福祉の増進」を「雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等」に改め、同部２の項同欄中「勤労婦人福祉施設の設置、」を「働く婦人の家の」に改め、同表中１４の部

を１６の部とし、同表１３の部２の項�同欄中「及び支給（第２３条第２項）」を「（第２３条第２項、愛媛県訓練手当支給規則（
以下この項において「規則」という。）第９条第１項、第２項）」に改め、同項中�の次に次のように加える。

別表第２労政雇用課の表１３の部５の項�事項の欄中「第６４条第４項」を「第４６条第４項」に改め、同部６の項�同欄中「
技能５輪」を「技能五輪」に改め、同部を同表１４の部とし、同部の次に次のように加える。

別表第２労政雇用課の表１２の部の次に次のように加える。

２ 労働時間短縮の促進

 公共職業訓練を受ける訓練生の認定申

請書の記載事項の変更の届出の処理（第

２３条第２項、規則第９条第３項、第４項

）

○

� 公共職業訓練を受ける訓練生に対する

訓練手当の支給（第２３条第２項、規則第

１０条）

○

１５ 地域雇用開

発促進法の施

行に関する事

務

１ 地域能力開発就職促進計画及び地域高度

技能活用雇用安定計画に関すること。

� 策定及び厚生労働大臣への協議（第６

条第１項、第８条第１項）
○

� 関係市町村長の意見の聴取（第６条第

３項、第８項、第８条第３項、第８項）
○

 公表（第６条第６項、第８項、第８条

第６項、第８項）
○

� 厚生労働大臣への変更の協議（第６条

第７項、第８条第７項）
○

１３ 雇用対策法

の施行に関す

る事務

１ 職場適応訓練の委託に関すること。

� 委託契約の締結（愛媛県職場適応訓練

委託規則（以下この項において「規則」

という。）第７条第１項）

○

� 職場適応訓練生に対する訓練の実施通

知（規則第７条第３項）
○

 職場実習に係る特例委託契約の締結（

規則第８条第１項）
○

� 職場適応訓練費の支給（規則第１２条） ○

� 委託契約の変更及び解除（規則第１３条

、第１４条）
○

� 職場適応訓練費の返還命令（規則第１５

条）
○

� 状況報告の徴収及び調査（規則第１６条

）
○

２ 職場適応訓練の訓練手当の支給に関する

こと。

� 受給資格の認定（愛媛県訓練手当支給

規則（以下この項において「規則」とい

う。）第９条第１項、第２項）

○

� 認定申請書の記載事項の変更の届出の

処理（規則第９条第３項、第４項）
○

 支給（規則第１０条） ○
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別表第２雇用対策室の表１の部１の項事項の欄中「第４条第６項」を「第８条第６項」に改め、同部２の項及び３の項を

削り、同表４の部を次のように改める。

別表第２農政課の表中７の部及び８の部を削り、９の部を７の部とし、１０の部から２３の部までを２ずつ繰り上げる。

別表第２団体指導課の表１の部１の項事項の欄中「第６０条」の下に「、第６１条」を加え、同部３の項同欄中「第９５条の２

」の下に「、第９５条の３」を加え、同部５の項同欄中「命令」の下に「並びに信用事業規程等の承認の取消し」を加え、同

部６の項同欄中「認可」の下に「及び届出の受理」を、「第４４条」の下に「、第６１条」を加え、同部９の項同欄中「及び農

協中央会」を「、農協中央会及び子会社」に改め、同部１５の項同欄中「承認」の下に「並びに信用事業規程の変更の届出の

受理」を加え、同部１６の項同欄中「国債等」の下に「及び特定社債等」を加え、「第１０条第１３項から第１５項」を「第１０条第

１５項、第１６項、第１８項から第２０項」に改め、同部１７の項同欄中「指定農協」を「指定組合」に、「第１０条第２０項」を「第１０

条第２４項」に改め、同部１８の項同欄中「及び合併」を「、合併及び組織変更」に、「処理」を「受理」に改め、「第７２条の

１８まで」の下に「、第７３条の１２」を加え、同部中１９の項の次に次のように加える。

別表第２団体指導課の表２の部中１の項を削り、２の項を１の項とし、同表４の部事務の種類の欄中「農業振興事業推進

費補助金交付要綱（昭和５８年８月２５日付け農林水産事務次官通達」を「農業経営対策事業費補助金等交付要綱（平成１２年４

月１日付け農林水産事務次官通知」に改め、同部１の項事項の欄中「特別指導農協」を「重点指導農協」に、「農業協同組

合等経営指導等事業実施要領」を「農業協同組合経営対策等事業実施要領」に、「農林水産事務次官通達」を「農林水産事

務次官通知」に改め、同部２の項同欄中「財務健全化」を「経営健全化」に、「指導方針」を「指導方針等」に改め、同部

３の項同欄中「農協系統組織再編促進事業の実施について（平成９年５月１２日付け農林水産省経済局長通達」を「農協系統

事業・組織改革推進事業の運用について（平成１３年４月５日付け農林水産省経営局長通知」に、「運用通達」を「運用通知

」に改め、同部４の項同欄、同部５の項同欄及び同部６の項同欄中「運用通達」を「運用通知」に改め、同表中１６の部を削

り、１７の部を１６の部とし、同表１８の部事務の種類の欄中「地域農業総合整備資金制度実施要綱（昭和６０年５月２１日付け農林

水産事務次官通達」を「地域農業確立総合資金制度実施要綱（平成１２年４月１日付け農林水産事務次官通知」に改め、同部

１の項事項の欄中「広域施設に係る整備事業計画の認定（第５」を「地域農業確立総合計画の承認（第３の４」に改め、同

部を同表１７の部とし、同表１９の部事務の種類の欄中「農林水産事務次官通達」を「農林水産事務次官通知」に改め、同部を

同表１８の部とし、同表中２０の部を１９の部とし、２１の部を２０の部とし、同表２２の部事務の種類の欄中「愛媛県農家負担軽減支

援特別資金利子補給金交付要綱（平成７年９月１日制定」を「愛媛県農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付要綱（平成

１３年５月３１日制定」に改め、同部２の項事項の欄中「第７条」を「第６条」に改め、同部を同表２１の部とし、同表２３の部を

同表２２の部とし、同表２４の部事務の種類の欄中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を

「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改め、同部２の項事項の欄中「林業経営基盤

の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に

関する暫定措置法施行令」に改め、同部中３の項の次に次のように加え、同部を同表２３の部とする。

別表第２農地整備課の表中９の部を１０の部とし、４の部から８の部までを１ずつ繰り下げ、３の部の次に次のように加え

る。

４ 地域雇用開

発促進法の施

行に関する事

務

１ 地域雇用機会増大計画及び地域求職活動

援助計画に関すること。

� 策定及び厚生労働大臣への協議（第５

条第１項、第７条第１項）
○

� 関係市町村長の意見の聴取（第５条第

３項、第８項、第７条第３項、第８項）
○

 公表（第５条第６項、第８項、第７条

第６項、第８項）
○

� 厚生労働大臣への変更の協議（第５条

第７項、第７条第７項）
○

２０ 特定農業協同組合の承認（農業協同組合

及び農業協同組合連合会の信用事業に関す

る命令第５９条）

○

４ 森林所有権の移転等のあつせん（第１０条

）
○

４ 愛媛県の海

を管理する条

例の施行に関

１ 土石の投入等の許可及び協議（第３条第

１項第３号、第１１条第１項）
○

２ 土石の投入等の許可又は協議に関する市
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別表第２林業振興課の表組織名の欄中「林業振興課」を「林業政策課」に改め、同表２の部４の項�事項の欄中「昭和５
９年４月１日制定」を「昭和５８年４月４日付け農林水産事務次官通達」に、「第４の１」を「第５の１、第５の３、第５の

４」に改め、同項�同欄中「第５の１」を「第６の１」に改め、同項�同欄中「林業後継者育成対策等事業実施要領（昭和
５８年４月４日付け」を「林業生産流通総合対策事業実施要領（平成１０年４月８日付け」に、「第３から第５まで」を「第２

、第５、第８」に改め、同項中�を�とし、を�とし、�の次に次のように加え、同項を同部５の項とする。

別表第２林業政策課の表２の部中３の項を４の項とし、２の項を３の項とし、１の項を２の項とし、同項の前に次のよう

に加える。

別表第２林業政策課の表４の部を次のように改める。

別表第２林業政策課の表１５の部事務の種類の欄中「森林開発公団法」を「緑資源公団法」に改める。

別表第２森林整備課の表１の部中１の項を削り、２の項を１の項とし、３の項から８の項までを１ずつ繰り上げ、同表中

２の部を削り、３の部を２の部とし、４の部から２２の部までを１ずつ繰り上げる。

別表第２漁政課の表中１２の部を削り、１３の部を１２の部とし、１４の部を１３の部とする。

別表第２水産課の表中６の部を削り、７の部を６の部とし、８の部を７の部とし、９の部を８の部とし、同部の次に次の

ように加える。

する事務（農

林水産省農村

振興局所管に

係るものに限

る。）

町村長の意見の聴取（第５条、第１１条第２

項、愛媛県の海を管理する条例施行規則第

５条）

○

３ 土石の投入等の許可の取消し等（第８条

）
○

 林業普及指導事業の実績報告（要綱第

６の２）
○

１ 森林計画に関すること。

� 地域森林計画の樹立及び変更並びに公

表（第５条第１項、第４項、第６条第６

項）

○

� 地域森林計画の樹立及び変更をする旨

の公告並びに地域森林計画の案の縦覧（

第６条第１項）

○

 地域森林計画の案についての森林審議

会等の意見聴取（第６条第３項、第４項

）

○

� 地域森林計画の樹立及び変更に係る農

林水産大臣への協議（第６条第５項）
○

� 国有林の地域別の森林計画の案につい

ての意見の具申（第７条の２第５項）
○

４ 林業担い手

育成確保対策

事業の実施に

ついて（平成

１０年４月８日

付け林野庁長

官通達）の施

行に関する事

務

１ 林業労働安全衛生総合対策事業の実施（

第２の�）
○

２ 林業就業促進総合対策事業の実施（第２

の�）

○

９ 漁港漁場整

備法の施行に

関する事務

１ 沿岸漁場整備開発構想の作成 ○

２ 漁礁漁場造成事業実施計画の決定及び変

更
○

３ 増殖場造成事業実施計画の決定及び変更 ○

４ 養殖場造成事業実施計画の決定及び変更 ○

５ 漁場環境保全対策事業実施計画の決定及

び変更
○
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別表第２漁政課の表１０の部１の項から４の項までを次のように改め、同部５の項から８の項までを削る。

別表第２水産課の表１４の部を削り、同表１５の部事務の種類の欄中「漁船法による漁船の建造、改造及び登録」を「漁船法

の施行」に改め、同部１の項を次のように改める。

別表第２水産課の表１５の部２の項から４の項までを削り、同部５の項事項の欄中「第２０条の２」を「第２３条」に改め、同

項を同部２の項とし、同部を同表１４の部とし、同表１６の部から２７の部までを１ずつ繰り上げる。

別表第２漁港課の表１の部事務の種類の欄中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改め、同部２の項事項の欄中「漁港の整

備計画」を「漁港漁場整備長期計画の案又は変更の案」に、「第１７条第１項」を「第６条の３第４項、第７項」に改め、同

部３の項同欄中「漁港修築事業に」を「特定漁港漁場整備事業に」に改め、同項�同欄を次のように改める。

別表第２漁港課の表１の部３の項�事項の欄中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同項中�を�とし
、を削り、�を�とし、�の次に次のように加える。

別表第２漁港課の表３の部１の項�を削る。
別表第２用地課の表１の部４の項を同部５の項とし、同部３の項中�を�とし、を�とし、�の次に次のように加え、

同項を同部４の項とする。

別表第２用地課の表１の部２の項の次に次のように加える。

１ 基本計画の策定及び変更（第７条の２、

第７条の３）
○

２ 特定水産動物育成事業に関すること。

� 認可（第８条、第１０条） ○

� 育成水面の区域の変更等の認可（第１２

条第１項）
○

 廃止の届出の受理（第１２条第２項） ○

� 育成水面の区域の変更等に係る勧告（

第１４条）
○

３ 放流効果実証事業に関すること。

� 放流効果実証事業を実施する者の指定

等（第１５条）
○

� 業務実施計画の認可等（第１７条、第１８

条、第２０条）
○

 業務報告書等の受理（第２１条） ○

� 報告徴収又は改善命令（第２２条） ○

� 指定の取消し（第２３条） ○

４ 漁場利用協定に関すること。

� 締結に関する勧告（第２４条） ○

� 届出の受理（第２５条） ○

 紛争に係るあつせん（第２６条） ○

１ 登録の取消し（第１９条） ○

� 特定漁港漁場整備事業計画の作成、変

更等（第１７条第１項から第１１項まで、第

１８条第３項、第１９条第２項、第１９条の３

第３項）

� 特定漁港漁場整備事業の廃止等（第１７

条第１２項、第１３項）
○

 特定漁港漁場整備事業計画の策定及び

変更のための他人の土地又は水面の測量

等（第１９条の２第１項、第４項）

○

 公聴会の開催（第２３条） ○

� 愛媛県土地収用事業認定審議会の意見

の聴取（第２５条の２第２項）
○
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別表第２道路維持課の表１の部６の項中�を削り、�を�とする。
別表第２道路都市局の表決裁区分の欄中「高速道路課長」を「課長」に改め、同表組織名の欄中「道路都市局」を「高速

道路課」に改める。

別表第２建築住宅課の表中１５の部を１６の部とし、１４の部を１５の部とし、１３の部を１４の部とし、同表１２の部中２の項を３の

項とし、１の項の次に次のように加え、同部を同表１３の部とする。

別表第２建築住宅課の表１１の部中５の項を６の項とし、同部４の項事項の欄中「第２３条」の下に「、第２３条の１６」を加え

、同項を同部５の項とし、同部３の項同欄中「第１４条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同項を同部４の項とし、同部２の

項同欄中「決定」の下に「及び変更」を、「第２１条の７」の下に「、第２３条の１４」を加え、同項を同部３の項とし、同部１

の項同欄中「第３条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同項を同部２の項とし、同部中同項の前に次のように加え、同部を

同表１２の部とする。

別表第２建築住宅課の表１０の部の次に次のように加える。

第２条 愛媛県庁事務決裁規程の一部を次のように改正する。

別表第２廃棄物対策課の表中７の部を８の部とし、２の部から６の部までを１ずつ繰り下げ、１の部の次に次のように加

える。

別表第２廃棄物対策課の表備考中「及び２の部８の項」を「、２の部及び３の部８の項」に改める。

別表第２土木管理課の表の次に次の１表を加える。

３ 仲裁に関すること。

� 仲裁申請の受理（第１５条の７） ○

１ 県営住宅の設置（第２条の２） ○

２ 特定公共賃貸住宅の家賃の告示（第１２条

の２）
○

１１ 特定優良賃

貸住宅の供給

の促進に関す

る法律の施行

に関する事務

１ 供給計画に関すること。

� 認定（第２条第１項、第４条） ○

� 変更の認定（第４条、第５条） ○

 認定の取消し（第４条、第１１条） ○

２ 認定事業者に関すること。

� 助言及び指導（第７条） ○

� 報告の徴収（第８条） ○

 改善命令（第１０条） ○

３ 賃貸住宅の建設（第１８条第１項） ○

２ 建設工事に

係る資材の再

資源化等に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施

に関すること。

� 助言又は勧告（第１９条） ○

� 措置命令（第２０条） ○

 報告の徴収（第４２条第２項） ○

� 立入検査（第４３条第１項） ○

組

織

名

決裁区分

事務の種類 事 項
知事

専決者

部長 室長

技
術
企
画
室

１ 建設工事に

係る資材の再

資源化等に関

する法律の施

行に関する事

務

１ 特定建設資材に係る分別解体等及び特定

建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実

施に関する指針に関すること。

� 策定及び変更（第４条第１項） ○

� 公表（第４項第２項） ○

２ 建設工事の規模に関する基準の設定（第

９条第４項）
○

３ 距離に関する基準の設定（第１７条） ○
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*愛媛県訓令第７号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号

）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第９号の２中「（出張所管内の地方機関を

除く。）」を削り、同項第１９号の次に次の１号を加える。

�の２ 誇れるふるさとづくり総合支援事業の推進及び

調整に関すること。

第２条第２項第９号を次のように改める。

� 削除

第２条第２項第１０号中「貯蓄奨励」を「金融に係る消費

者知識の普及」に改め、同条第３項中「税務管理課」を「

税務課」に改め、同項第５号及び第６号中「（松山地方局

以外の地方局に限る。）」を削り、同項に次の２号を加え

る。

� 県税及びこれに伴う徴収すべき金額の賦課決定に関

すること。

� 県税の犯則取締りに関すること。

第２条第４項を削り、同条第５項ただし書を次のように

改める。

ただし、久万福祉課、大洲福祉課、宇和福祉課及び御

荘福祉課にあつては、その管内に係る事務を分掌する。

第２条第５項第１２号中「保護更生」を「保護」に改め、

同項第１６号中「同和事業」を「地方改善対策事業」に改め

、同号の次に次の１号を加え、同項を同条第４項とする。

�の２ 人権啓発に関すること。

第２条第４項の次に次の１項を加える。

５ 税務管理課においては、第３項第１号から第６号まで

に掲げる事務を所掌する。

第２条第６項及び第７項を次のように改める。

６ 課税課においては、第３項第７号及び第８号に掲げる

事務を所掌する。

７ 御荘福祉課においては、第４項に規定する事務のほか

、逓送車の運行及び逓送車に乗車し、逓送の業務に従事

する職員（以下「逓送員」という。）の管理に関する事

務を分掌する。

第４条第３項に次のただし書を加える。

ただし、伊予三島土地改良課、丹原土地改良課、久万

土地改良課、大洲土地改良課、宇和土地改良課及び御荘

土地改良課にあつては、その管内に係る事務を分掌する

。

第４条第４項に次のただし書を加える。

ただし、伊予三島林業課、丹原林業課、久万林業課、

大洲林業課、宇和林業課及び御荘林業課にあつては、

その管内に係る事務を分掌する。

第４条第４項第２５号の次に次の３号を加える。

#の２ ボランティアが行う森林の整備及び緑化に対す

る支援に関すること。

#の３ 水源林の整備に関すること。

#の４ 放置森林の整備に関すること。

第４条第５項に次のただし書を加える。

ただし、御荘水産課にあつては、その管内に係る事務

を分掌する。

第４条第５項第９号中「測定及び」を削り、同号の次に

次の１号を加える。

�の２ 小型漁船の測度に関すること。

第４条第５項第１０号中「漁港修築」を「漁港漁場整備」

に改める。

第７条を次のように改める。

第７条 削除

第８条第１項の表用地管理課の項第９号の次に次の１号

を加える。

�の２ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関すること（

西条地方局伊予三島土木事務所に限る。）。

第１０条を次のように改める。

（中山川ダム建設事務所の所掌事務）

第１０条 西条地方局中山川ダム建設事務所の所掌事務は、

次のとおりとする。

� 公印の管理に関すること。

� 文書の取扱いに関すること。

 職員の身分及び服務に関すること。

� 所内の管理及び取締りに関すること。

� 予算の経理その他の会計事務に関すること。

� 中山川ダム建設工事の施行の事務手続に関すること

。

� 中山川ダム建設工事の計画、調査及び設計に関する

こと。

� 中山川ダム建設工事の施行及び監督に関すること。

� その他中山川ダム建設に関すること。

第１１条中「、出張所」を削る。

第１２条第５項中「出張所長、」を削り、同条中第２３項を

第２７項とし、第１３項から第２２項までを４項ずつ繰り下げ、

第１２項を第１５項とし、同項の次に次の１項を加える。

１６ 技術企画専門員は、上司の命を受け、工事の技術面の

企画に関する事務を処理する。

第１２条中第１１項を第１４項とし、第１０項の次に次の３項を

加える。

１１ 市町村振興・合併推進班長は、上司の命を受け、市町

村の振興及び市町村合併の推進に関する事務を掌理する

附 則

この訓令中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成１４年５月３０日から施行する。

４ 再資源化により得られた建設資材の利用

の協力要請（第４１条）
○
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。

１２ 納税班長は、上司の命を受け、県の徴収金の滞納処分

及び県税の納税奨励に関する事務を掌理する。

１３ 滞納処分専門員は、上司の命を受け、県の徴収金の滞

納処分に関する事務を処理する。

第１３条第１項に次の２号を加える。

 自然公園法第１７条第３項、第１８条第３項及び第１８条

の２第３項の規定に基づく許可の申請並びに同法第１７

条第６項から第８項まで、第１８条第６項及び第７項、

第１８条の２第６項及び第７項並びに第２０条第１項の規

定に基づく届出に関すること（地方局長が処理する事

務に係るものに限る。）。

� 愛媛県県立自然公園条例第１２条第４項の規定に基づ

く許可の申請並びに同条第６項から第８項まで及び同

条例第１４条第１項の規定に基づく届出に関すること（

地方局長が処理する事務に係るものに限る。）。

第１３条第２項第１９号の３中「訪問販売等に関する法律第

１８条の２第１項」を「特定商取引に関する法律第６０条第１

項」に改め、同項第１９号の４中「訪問販売等に関する法律

第２０条の２第１項」を「特定商取引に関する法律第６６条第

１項」に改め、同条第３項第１３号中「第１７条第３項」を「

第２４条第２項及び第３１条第３項」に、「吏員の証票」を「

職員の証明書」に改め、同項中第１８号を削り、第１８号の２

を第１８号とし、第２８号を次のように改める。

$ 削除

第１３条第３項第２９号中「健康づくりボランティア活動推

進事業に伴うボランティアリーダー」を「生涯健康づくり

推進員活動事業に伴う生涯健康づくり推進員」に改め、同

条第４項第２０号中「、第１８条第１項及び第２項、第１８条の

２第１項、第１８条の３第１項及び第３項、第１８条の４第１

項、第３項、第５項及び第６項」を削り、同項第２１号中「

、第１８条第２項、第１８条の３第３項、第１８条の４第５項及

び第６項」を削り、同項第２２号中「、第１８条第２項、第１８

条の３第３項及び第４項、第１８条の４第５項及び第６項」

を削り、同項第２２号の２中「、第１８条第２項、第１８条の３

第３項、第１８条の４第５項及び第６項並びに」を「及び」

に改め、同号の次に次の２号を加える。

 の３ 森林法第２５条の２、第２６条の２及び第２７条の規

定に基づく保安林の指定及び解除の申請の受理に関す

ること。

 の４ 森林法第２７条、第３３条の２、第３３条の３及び第

４４条の規定に基づく保安林及び保安施設地区の指定施

業要件の変更の申請の受理に関すること。

第１３条第４項第４３号を次のように改める。

& 削除

第１３条第４項第５２号ア中「及び第８条から第１０条まで」

を「、第８条及び第９条」に改め、同号イの次に次のよう

に加える。

ウ 愛媛県海岸占用料等徴収条例第１条、第３条及び

第４条の規定に基づく権限を行うこと。

第１３条第４項第５２号の２の次に次の５号を加える。

'の３ 愛媛県の海を管理する条例第３条第１項第１号

及び第２号並びに第１１条第１項の規定に基づく海域の

占用及び土石の採取の許可及び協議に関すること（農

林水産省農村振興局所管に係る海岸保全区域内の海域

のものに限る。）。

'の４ 愛媛県の海を管理する条例第５条及び愛媛県の

海を管理する条例施行規則第５条の規定に基づく海域

の占用及び土石の採取の許可に関する市町村長の意見

の聴取（同条例第１１条第２項の規定に基づき、同条第

１項の協議の手続において例による場合を含む。）に

関すること。

'の５ 愛媛県の海を管理する条例第８条の規定に基づ

く海域の占用及び土石の採取の許可の取消し等に関す

ること。

'の６ 愛媛県の海を管理する条例第９条ただし書の規

定に基づく原状回復義務の免除承認に関すること。

'の７ 愛媛県の海を管理する条例附則第４項の規定に

基づく海域の占用に関する届出の受理に関すること。

第１３条第４項第６２号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」

に改め、「及び第４４条」を削り、同条第５項第５号中「第

６８条」の下に「、第７１条第１項から第３項まで」を加え、

同項第６２号中「第４条」の下に「（同条例第２３条の１６にお

いて準用する場合を含む。）」を、「第６条」の下に「（

同条例第２３条の１６において準用する場合を含む。）」を、

「第８条」の下に「（同条例第２３条の１６において準用する

場合を含む。）」を加え、「（同条例第１７条第６項の規定

に基づく入居承継の承認を含む。）」を削り、同項第６４号

中「及び第２１条の３第３項」を「、第２１条の３第３項及び

第２３条の１６」に改め、「第１３条第２項」の下に「（同条例

第２３条の１６において準用する場合を含む。）」を加え、同

項第６５号中「及び第２１条の３第３項」を「、第２１条の３第

３項及び第２３条の１６」に改め、「第１３条第１項」の下に「

（同条例第２３条の１６において準用する場合を含む。）」を

加え、同項第６６号中「第１５条第２項」の下に「（同条例第

２３条の１６において準用する場合を含む。）」を加え、同項

第６７号中「第１７条第４項」の下に「（同条例第２３条の１６に

おいて準用する場合を含む。）」を加え、同項第６８号中「

第１７条第５項」の下に「（同条例第２３条の１６において準用

する場合を含む。）」を加え、同項中第６８号の２を第６８号

の３とし、第６８号の次に次の１号を加える。

(の２ 愛媛県県営住宅管理条例第１７条第６項（同条例

第２３条の１６において準用する場合を含む。）の規定に

基づく入居承継の承認に関すること。

第１３条第５項第６９号の次に次の２号を加える。

)の２ 愛媛県県営住宅管理条例第２３条の１３の規定に基

づく入居者の選定に関すること。

)の３ 愛媛県県営住宅管理条例第２３条の１５第１項の規

定に基づく家賃の減額に関すること。

第１３条第５項第７１号中「第３条」の下に「（同規則第１２

条の５において準用する場合を含む。）」を加える。

第１４条第１項第６号の３中「出張所、」を削り、同号の

次に次の２号を加える。

�の４ 局内各課の個人情報取扱事務の登録に関するこ

と。

�の５ 局内各課の個人情報の開示、訂正及び削除並び
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に個人情報の取扱いの是正に関すること（個人情報の

開示、訂正及び削除の請求に対する決定に係る不服申

立て並びに個人情報の取扱いに係る再度の是正の申出

に関するものを除く。）。

第１４条第５項第３号中「１，２００万円」を「１，８００万円」

に改め、同項第５号中「、未墾地取得資金及び自作農維持

資金」を「及び未墾地取得資金」に改め、同項第５号の２

を削り、同項第６号の２中「農家負担軽減支援特別資金」

を「農業経営負担軽減支援資金」に改め、同項第３０号中「

に基づく漁船（長さ１５メ－トル以上の動力漁船を除く。）

」を「第４条第１項第２号及び第４号に掲げる動力漁船」

に改め、「及び」の下に「漁船の」を加え、同項第３１号の

次に次の１号を加える。

%の２ 小型漁船の測度に関すること。

第１５条を次のように改める。

第１５条 削除

第１６条第１項中第２号の８を第２号の１１とし、第２号の

４から第２号の７までを３号ずつ繰り下げ、第２号の３の

次に次の３号を加える。

�の４ 個人情報取扱事務の登録に関すること。

�の５ 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報

の取扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正

及び削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに

個人情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するも

のを除く。）。

�の６ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関すること（

西条地方局伊予三島土木事務所に限る。）。

第１６条第３項第４号の２の次に次の２号を加える。

�の３ 個人情報取扱事務の登録に関すること。

�の４ 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報

の取扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正

及び削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに

個人情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するも

のを除く。）。

第１６条第４項第４号の次に次の２号を加える。

�の２ 個人情報取扱事務の登録に関すること。

�の３ 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報

の取扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正

及び削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに

個人情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するも

のを除く。）。

第２条 愛媛県地方局処務規程の一部を次のように改正する

。

第１３条第５項中第１号の１５を第１号の１９とし、第１号の

１１から第１号の１４までを４号ずつ繰り下げ、第１号の１０の

次に次の４号を加える。

�の１１ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第１０条第１項及び第２項の規定に基づく対象建設工事

の届出及び変更の届出の受理に関すること。

�の１２ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第１０条第３項の規定に基づく分別解体等の計画の変更

等の命令に関すること。

�の１３ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第１４条の規定に基づく分別解体等の実施に関する助言

又は勧告に関すること。

�の１４ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第１５条の規定に基づく分別解体等の方法の変更等の命

令に関すること。

第１３条第５項第１号の１９の次に次の２号を加える。

�の２０ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第４２条第１項の規定に基づく対象建設工事の発注者等

に対する報告の徴収に関すること。

�の２１ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第４３条第１項の規定に基づく対象建設工事の現場等の

立入検査に関すること（特定建設資材に係る分別解体

等に関するものに限る。）。

附 則

この訓令中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定

は平成１４年５月３０日から施行する。

*愛媛県訓令第８号
各 地 方 機 関

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

第１条中「、出張所長」を削る。

第２条第１号中「、出張所長」を削り、同条第２号中「出張所、」を削り、「、ダム管理事務所及び中山川ダム建設事務

所」を「及びダム管理事務所」に改め、同条第３号中「、出張所長」を削る。

第４条第１項及び第２項中「別表第８」を「別表第６」に改める。

第５条第１項の表局長の権限に属する事務の部局長の項代決者の欄中

出張所長（出張所に係
る事務に限る。）

「

」

を削り、同部部長の項同欄中「主務の」を削り、「課長（課長補佐を置く課にあつては、課長補佐）」を「課長補佐又は課

長が指定した職員」に改め、

��������������
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出張所長（出張所に

係る事務に限る。）

総務福祉課長（西条地方

局伊予三島出張所及び同

地方局丹原出張所にあつ

ては、総務課長。以下こ

の表において同じ。）

「

」

及び「用地課長」を削り、同表出張所長の権限に属する事務の部を削り、同表中山川ダム建設事務所長の権限に属する事務

の部中山川ダム建設事務所長の項同欄中「用地課長」を「所長が指定した職員」に改め、「建設課長」を削り、同部課長の

項を削る。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

決裁区分

事務の種類 事 項
局長

専決者

部長 課長

１ 公文書に関

する事務

１ 特に重要な通知、通達、照会、報告、回

答、申請、上申、進達等に関すること。
○

２ 重要な通知、通達、照会、報告、回答、

申請、上申、進達等に関すること。
○

３ 軽易な通知、通達、照会、報告、回答、

申請、上申、進達等に関すること。
○

４ ファイル管理表及びファイル管理総括表

の作成（愛媛県文書管理規程（以下「文書

管理規程」という。）第４９条第１項から第

３項まで）

○

５ 完結文書の引継ぎ（文書管理規程第５７条

）
○

２ 公文書の公

開に関する事

務

１ 公文書の公開の請求等に対する決定（愛

媛県情報公開条例（以下この部において「

条例」という。）第１０条、第１４条第３項、

条例附則第３項ただし書の規定によりなお

その効力を有するものとされている愛媛県

情報公開要綱（以下この部において「要綱

」という。）第９条第１項、第３項、第４

項）

○

２ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る期間の延長等（条例第１１条第２項、第１２

条、要綱第９条第２項）

○

３ 公文書の公開の請求に係る事案の移送（

条例第１３条第１項）
○

４ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（条例第１４条第１項

、第２項、要綱第９条第４項）

○

５ 公文書の公開の申請に対する決定に係る

不服の申出に関すること。

� 愛媛県公文書公開審査会の意見の聴取

（要綱第１２条）
○

� 処理の決定（要綱第１２条） ○

３ 愛媛県個人

情報保護条例

の施行に関す

る事務

１ 個人情報取扱事務の登録及びその抹消（

第７条第２項、第４項）
○

２ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定（第２０条、第２３条第２項、第３０

条、第３５条）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に
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対する決定に係る期間の延長等（第２１条第

２項、第２２条、第３１条第２項、第３２条、第

３５条）

○

４ 個人情報の開示の請求に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（第２３条第１項）
○

５ 口頭により開示請求ができる個人情報の

決定（第２５条第１項）
○

６ 個人情報の取扱いの是正の申出の処理（

第４０条第３項）
○

４ 人事管理に

関する事務

１ 所属職員の身分及び服務に関すること。

� 出張、休暇、育児休業等、私事旅行、

職務専念義務の免除等（職員の海外出張

を除く。）

ア 局長及び部長に係るもの ○

イ 保健所長、家畜保健衛生所長、地域

農業改良普及センター所長、土木事務

所長、ダム管理事務所長及び中山川ダ

ム建設事務所長に係るもの（県外出張

及び県外私事旅行に限る。）

○

ウ 課長及び主席工事検査専門員に係る

もの

� 出張、休暇及び私事旅行 ○

	 職務専念義務の免除（厚生に関す

る計画の実施に関する場合に限る。

）

○


 �及び	以外のもの ○

エ 出納室長に係るもの ○

オ アからエまでを除く役付職員に係る

もの

� 	以外の職員に係るもの ○

	 係長に係るもの ○

カ アからオまで以外のもの ○

� 職員の海外出張 ○

 局内各課の日々雇用職員（短期）の雇

用承認
○

２ 所属職員の通勤手当及び住居手当の決定 ○

３ 管内職員の身分及び服務に関すること。

� 管内地方機関の長の県外出張及び県外

私事旅行
○

� 管内地方機関の職員の出張及び服務に

係ること（異例又は重要と認められるも

のに限る。）。

○

 管内職員の昇任、昇格、昇給及び勤勉

手当の内申
○

� 管内の臨時職員（第２２条）の任免及び

日々雇用職員（長期）の雇用承認
○

４ 管内職員の扶養手当及び児童手当の認定

並びに単身赴任手当の決定に関すること。
○

５ 職員の人事

配置及び事務

の分担に関す

る事務

１ 管内職員の人事配置に関すること（技術

職員に係るものを除く。）。
○

２ 所属職員の課、室、事業所等への配置に

関すること。
○

３ 所属職員の事務の分担に関すること。 ○
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６ 超過勤務命

令に関する事

務

１ 所属職員の超過勤務命令に関すること。

○

７ 不利益処分

に当たつての

聴聞その他意

見陳述のため

の手続に関す

る事務

１ 聴聞 ○

２ 弁明の機会の付与 ○

３ その他の手続

○

８ 収入又は支

出を伴う事務

１ 次に掲げる事件の決定に関すること（工

事並びに用地の取得及び補償（漁業補償を

含む。以下この部において同じ。）を除く

。）。

� １件５００万円以上の支出を伴う事件 ○

� １件１００万円以上５００万円未満の支出

を伴う事件
○

 １件１００万円未満の支出を伴う事件 ○

２ 税外収入の徴収に関すること。

� １，０００万円以上の税外収入に係るもの ○

� １０万円以上１，０００万円未満の税外収入

に係るもの
○

 １０万円未満の税外収入に係るもの ○

３ 次に掲げるものの支出負担行為に関する

こと。

� 決裁を経た１件７，０００万円以上の工事 ○

� 決裁を経た１件２，０００万円以上７，０００

万円未満の工事
○

 決裁を経た１件２，０００万円未満の工事 ○

� 決裁を経た１件１，０００万円以上３，０００

万円未満の調査、測量及び設計の委託
○

� 決裁を経た１件１，０００万円未満の調査

、測量及び設計の委託
○

� 決裁を経た１件３，０００万円以上の用地

の取得及び補償
○

� 決裁を経た１件５０万円以上３，０００万円

未満の用地の取得及び補償
○

� 決裁を経た１件５０万円未満の用地の取

得及び補償
○

� 決裁を経た１件１，０００万円以上の事件

（工事、調査、測量及び設計の委託、用

地の取得及び補償並びに�に掲げるもの
を除く。）

○

� 決裁を経た１件２００万円以上１，０００万

円未満の事件（工事、調査、測量及び設

計の委託、用地の取得及び補償並びに�
に掲げるものを除く。）

○

� 決裁を経た１件２００万円未満の事件（

工事、調査、測量及び設計の委託、用地

の取得及び補償並びに�に掲げるものを
除く。）

○

� 報酬、賃金及び期末手当 ○

４ 次に掲げるものの支出命令に関すること

。
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別表第２総務調整課の表１０の部３の項を削り、同部４の項事項の欄中「県政情報応答システム」を「県民世論調査」に改

� 決裁を経た１件７，０００万円以上の工事

費
○

� 決裁を経た１件２，０００万円以上７，０００

万円未満の工事費
○

 決裁を経た１件２，０００万円未満の工事

費
○

� 決裁を経た１件１，０００万円以上３，０００

万円未満の調査、測量及び設計の委託費
○

� 決裁を経た１件１，０００万円未満の調査

、測量及び設計の委託費
○

� 決裁を経た１件３，０００万円以上の用地

の取得費及び補償費（漁業補償費を含む

。以下この項において同じ。）

○

� 決裁を経た１件５０万円以上３，０００万円

未満の用地の取得費及び補償費
○

� 決裁を経た１件５０万円未満の用地の取

得費及び補償費
○

� 決裁を経た１件１，０００万円以上の事件

の経費（工事費、調査、測量及び設計の

委託費、用地の取得費及び補償費並びに

�に掲げるものを除く。）

○

� 決裁を経た１件２００万円以上１，０００万

円未満の事件の経費（工事費、調査、測

量及び設計の委託費、用地の取得費及び

補償費並びに�に掲げるものを除く。）

○

� 決裁を経た１件２００万円未満の事件の

経費（工事費、調査、測量及び設計の委

託費、用地の取得費及び補償費並びに�
に掲げるものを除く。）

○

� 報酬、賃金及び期末手当 ○

５ 歳入歳出外現金、有価証券及び物品の出

納通知に関すること。
○

９ その他の事

務

１ 重要な会議の開催に関すること。 ○

２ 表彰に関すること。 ○

３ 各種資料、統計等の作成及び収集に関す

ること。
○

４ 自然公園法第１７条第３項、第１８条第３項

及び第１８条の２第３項の規定に基づく許可

の申請並びに同法第１７条第６項から第８項

まで、第１８条第６項及び第７項、第１８条の

２第６項及び第７項並びに第２０条第１項の

規定に基づく届出に関すること（地方局長

が処理する事務に係るものに限る。）。

○

５ 愛媛県県立自然公園条例第１２条第４項の

規定に基づく許可の申請並びに同条第６項

から第８項まで及び同条例第１４条第１項の

規定に基づく届出に関すること（地方局長

が処理する事務に係るものに限る。）。

○

備考 １ 出納室におけるこの表２の部１の項から４の項まで並びに３の部１の項から４

の項まで及び６の項の適用については、同表決裁区分の欄中「部長」とあるのは

、「出納室長」とする。

２ この表４の部３の項�及び４の項の適用については、同表決裁区分の欄中「部
長」とあるのは「総務福祉部長」とする。
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め、同項を同部３の項とし、同部５の項を同部４の項とし、同表中２１の部を２２の部とし、１６の部から２０の部までを１ずつ繰

り下げ、同表１５の部３の項�同欄中「管財課」を「総務管理課及び人事課職員厚生室」に改め、同部を同表１６の部とし、同
表１４の部の次に次のように加える。

１５ 誇れるふる

さとづくり総

合支援事業費

補助金交付要

綱（平成１４年

３月２８日制定

）の施行に関

する事務

１ 補助対象事業の選定に関すること（第４条）

。
○

２ 補助事業の中止及び廃止の承認（第１０条） ○

３ 事業実績報告書の受理（第１１条） ○

４ 検査、指示及び報告の徴収（第１７条） ○

５ 補助金の返還命令（第１８条） ○

６ 財産処分の承認に関すること（第２０条）。
○

別表第２県民生活課の表３の部５の項事項の欄中「、愛媛県くらしのリポーター、物価モニター及び通商産業政策モニタ

ー」を「及び国民生活モニター」に改め、同表７の部事務の種類の欄中「訪問販売等に関する法律」を「特定商取引に関す

る法律」に改め、同部１の項事項の欄中「第１８条の２第１項、第２１条の２、訪問販売等に関する法律施行令」を「第６０条第

１項、第６８条、特定商取引に関する法律施行令」に改め、同部２の項同欄中「第２０条の２第１項、第２１条の２」を「第６６条

第１項、第６８条」に改め、同表１１の部１の項及び２の項を次のように改め、同部３の項及び４の項を削る。

１ コミュニティづくりの推進に関するこ

と。
○

２ 地域づくり団体ネットワーク化促進事

業の推進及び調整に関すること。
○

別表第２県民生活課の表１３の部を次のように改める。

１３ 省資源・省

エネルギー運

動の推進に関

する事務

１ 省資源・省エネルギー運動の推進

○

別表第２税務管理課の表組織名の欄中「税務管理課」を「税務課」に改め、同表中４の部の次に次のように加える。

５ 県税の賦課

に関する事務

１ 県税の更正及び決定並びに加算金の決定

に関すること。

� 重要又は異例と認められるもの ○

� 軽易な事項に係るもの ○

２ 県税の減免及び課税免除に関すること。

� 重要又は異例と認められるもの ○

� 軽易な事項に係るもの ○

３ 特別徴収義務者の登録及び指定に関する

こと。
○

４ 軽油引取税の仮特約業者の指定及び指定

の取消しに関すること。
○

５ 軽油引取税に係る免税軽油使用者証及び

免税証の交付に関すること。
○

６ その他県税の賦課に関すること。

� 重要又は異例と認められるもの ○

� 軽易な事項に係るもの ○

６ 県税の犯則

取締りに関す

る事務

１ 通告処分（国税犯則取締法（以下この部

において「法」という。）第１４条）
○

２ 通告不履行の場合の告発（法第１７条） ○

３ 犯則の心証を得ない場合の通知等（法第

１９条）
○

別表第２課税課の表を削る。
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別表第２地域福祉課の表７の部中３の項を削り、４の項を３の項とし、５の項を４の項とし、同表１６の部決裁区分の欄、

同表１８の部同欄、同表２０の部同欄及び同表２２の部同欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め、同表の次に次の１表を加

える。

組

織

名

事務の種類 事 項

決裁区分

局

長

専決者

部

長

地
域
福
祉
課
長

課

長

御

荘

福

祉

課

１ 社会福祉法

の施行に関す

る事務

１ 社会福祉事業の指導に関すること。

○

２ 生活保護法

の施行に関す

る事務

１ 保護の開始及び変更に伴う保護の種類、

程度及び方法に関すること（第２４条、第２５

条、第３０条から第３７条まで）。

○

２ 保護の停止、廃止及び却下（第２４条、第

２６条）
○

３ 要（被）保護者に対する指導指示及び調

査等（第２７条から第２９条まで、第６２条第３

項及び第４項）

○

４ 検診命令（第２８条、保護の実施要領（昭

和３８年４月１日付け厚生省社会局長通達）

第９の４）

○

５ 保護費の支給事務に関すること（第３０条

から第３７条まで）。
○

６ 市町村が設置する保護施設に対する報告

の徴収及び立入検査（第４４条）
○

７ 保護費の費用返還及び徴収に関すること

（第６３条、第７７条第２項、第７８条、第８０条

）。

○

８ 保護施設の施設整備計画の指導に関する

こと。
○

９ 被保護者の遺留金品の処分（第７６条第１

項）
○

１０ 被保護者の後見人選任の請求（第８１条） ○

１１ 施設事務費の支払 ○

１２ 医療扶助に係る各要否意見書及び各給付

券の発行（医療扶助運営要領（昭和３６年９

月３０日付け厚生省社会局長通達。以下この

部において「運営要領」という。）第３）

○

１３ 非指定医療機関との委託契約（運営要領

第３）
○

１４ 医療扶助に関する本庁協議及び審査（運

営要領第３）
○

１５ 診察料、検査料及び診療報酬以外の費用

の支払（運営要領第５）
○

１６ 指定医療機関に対する一般指導の実施（

運営要領第６）
○

３ 身体障害者

福祉法の施行

に関する事務

１ 市町村相互間の連絡調整、市町村に対す

る情報の提供その他必要な援助（第１０条第

１項第１号）

○

２ 市町村に対する必要な助言（第１０条第２

項）
○
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３ 身体障害者（児）の手帳の交付及び再交

付の申請の受理（身体障害者福祉法施行規

則（以下この部において「省令」という。

）第４条第１項、第１２条第１項、第１２条の

３第１項）

○

４ 居住地等の変更の届出の受理（省令第１０

条第１項、第１１条）
○

５ 身体障害者手帳の返還（省令第１２条第２

項、第１２条の３第２項、第１２条の４第１項

、第２項）

○

４ 特別児童扶

養手当等の支

給に関する法

律の施行に関

する事務

１ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支

給決定（第１７条、第２０条から第２２条まで、

第２６条の２、第２６条の５）

○

２ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の受

給資格の認定（第５条第２項、第１９条、第

２６条、第２６条の５）

○

３ 特別障害者手当の支給の調整（第２６条の

４）
○

４ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支

給の制限（第１１条（第３号を除く。）、第

１２条、第２６条、第２６条の５）

○

５ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の不

正利得の徴収（第２４条、第２６条の５）
○

６ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支

払の調整（第１６条、第２６条、第２６条の５、

児童扶養手当法第３１条）

○

７ 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関

する届出の受理（第３５条）
○

８ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の受

給資格者に対する提出命令、受診命令等（

第３６条）

○

９ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支

給状況に係る資料の提供等の要求（第３７条

）

○

５ 知的障害者

福祉法の施行

に関する事務

１ 在宅知的障害者の短期間入所に関する措

置（第１５条の３第２項）
○

２ 施設への入所又は委託及び職親委託（第

１６条第１項）
○

３ 費用の徴収（第２７条） ○

４ 職親の登録（知的障害者福祉法施行細則

第１４条第３項）
○

５ 療育手帳（療育手帳交付要綱（昭和４８年

１１月１３日制定）第５）
○

６ 児童福祉法

の施行に関す

る事務

１ 児童等の福祉に関すること。

� 児童及び妊産婦の福祉に関すること（

第１８条の２）。
○

� 助産施設における助産の実施（第２２条

）
○

 母子生活支援施設における母子保護の

実施（第２３条）
○

� 児童の措置（第２５条の２） ○

� 里親等希望者の申出の進達（児童福祉

法施行細則第２５条）
○

２ 児童福祉施設に関すること。
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� 最低基準実施の監督（第４６条第１項） ○

� 改善勧告及び改善命令（第４６条第３項

）
○

 旅館業法第３条第４項の規定による意

見具申
○

� 報告の徴収又は立入調査等（第５９条第

１項）
○

� 当該職員の証票の交付（第５９条第１項

）
○

� 実地検査（児童福祉法施行令第１２条の

２）
○

� 変更届の受理（児童福祉法施行規則第

３７条第４項から第６項まで）
○

� 愛媛県無認可保育施設指導監督要綱（

昭和５６年９月７日制定）の施行に関する

こと。

ア 改善又は移転の指導 ○

イ 改善又は移転の勧告 ○

３ 福祉の措置に関すること。

� 費用の徴収（第５６条第２項、第６項） ○

７ 母子及び寡

婦福祉法の施

行に関する事

務

１ 母子家庭及び寡婦の福祉に関すること（

第８条）。
○

２ 母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸

付金に関すること。
○

３ 母子家庭児童等の身元保証事務に関する

こと。
○

４ 母子家庭の技能修得事業に関すること。 ○

８ 老人福祉法

の施行に関す

る事務

１ 市町村相互間の連絡調整、市町村に対す

る情報の提供その他必要な援助（第６条の

３第１項第１号）

○

２ 市町村が行う老人居宅生活支援事業並び

に市町村が設置する老人デイサービスセン

ター及び老人短期入所施設に対する報告の

徴収等（第１８条第１項）

○

３ 市町村が設置する養護老人ホーム及び特

別養護老人ホームに対する報告の徴収等（

第１８条第２項）

○

９ 産休等代替

職員制度の実

施に関する事

務

１ 産休等代替職員の任用の承認

○

１０ 公職選挙法

施行令第５９条

の２第１号に

関する事務

１ 身体障害者等の証明

○

１１ 社会福祉関

係団体に関す

る事務

１ 社会福祉関係団体の指導に関すること。

○

１２ 愛媛県生活

安定福祉基金

に関する事務

１ 生活安定資金の貸付け及び償還指導に関

すること。 ○

１３ 愛媛県低所

得世帯子弟就

学奨励補助金

１ 給費生の推薦及び指導に関すること。

○
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別表第２保健企画課の表１０の部１の項事項の欄中「薬業監視員」を「薬事監視員」に改め、同表１６の部１の項同欄中「吏

員の証票」を「職員の証明書」に、「第１７条」を「第２４条第２項、第３１条第３項」に改める。

別表第２健康増進課の表４の部１の項を削り、同部２の項事項の欄中「健康づくりボランティア活動推進事業に伴うボラ

ンティアリーダー」を「生涯健康づくり推進活動事業に伴う生涯健康づくり推進員」に改め、同項を同部１の項とする。

別表第２生活衛生課の表中８の部を削り、９の部を８の部とし、１０の部から１６の部までを１ずつ繰り上げる。

別表第２農政課の表２の部１の項事項の欄中「農業構造改善事業、地域改善対策事業」を「経営構造対策推進事業、経営

構造対策事業」に改め、同表５の部１の項同欄中「１，２００万円」を「１，８００万円」に改め、同部３の項同欄中「、未墾地取

得資金及び自作農維持資金」を「及び未墾地取得資金」に改め、同部中４の項を削り、５の項を４の項とし、６の項を削り

、同部７の項同欄中「農家負担軽減支援特別資金」を「農業経営負担軽減支援資金」に改め、同項を同部５の項とする。

に関する事務

１４ 公益法人に

関する事務

１ 公益法人の指導に関すること。
○

１５ 民生（児童

）委員に関す

る事務

１ 民生（児童）委員の指導訓練に関するこ

と。 ○

１６ 社会福祉統

計調査に関す

る事務

１ 社会福祉統計に関すること。 ○

２ その他社会福祉調査等に関すること。
○

１７ 青少年の健

全育成に関す

る事務

１ 青少年の健全育成に関すること。

○

１８ 婦人の保護

に関する事務

１ 婦人の保護に関すること。
○

１９ 災害救助に

関する事務

１ 被災者の援護に関すること。
○

２０ 福祉ボラン

ティアの振興

に関する事務

１ 福祉ボランティアの振興に関すること。

○

２１ 児童扶養手

当に関する事

務

１ 児童扶養手当に係る生死不明及び遺棄の

証明に関すること。 ○

２２ 父子福祉に

関する事務

１ 父子家庭の福祉に関すること。
○

２３ 愛媛県自動

販売機の適正

な設置及び管

理に関する条

例の施行に関

する事務

１ 自動販売機設置届出の受理（第６条第１

項）
○

２ 図書類等、がん具類等、衛生用品及びツ

ーショットダイヤル等利用カードに係る指

示及び勧告（第１４条第１項）

○

３ 図書類等、がん具類等、衛生用品及びツ

ーショットダイヤル等利用カードに係る報

告の徴収及び立入調査等（第１６条第１項）

○

２４ その他社会

福祉に関する

事務

１ その他社会福祉に関すること。

○

２５ 逓送車の運

行及び逓送車

に乗車し、逓

送の業務に従

事する職員（

以下この部に

おいて「逓送

員」という。

）の管理に関

する事務

１ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関する

こと。

○
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別表第２土地改良課の表２の部１の項�事項の欄中「設計金額が」の下に「２，０００万円以上」を加え、同項中�の次に次
のように加える。

 １件の設計金額が２，０００万円未満のも

の
○

別表第２土地改良課の表２の部３の項�事項の欄中「設計金額が」の下に「２，０００万円以上」を加え、同項中�の次に次
のように加える。

 １件の設計金額が２，０００万円未満のも

の
○

別表第２土地改良課の表２の部４の項決裁区分の欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め、同部５の項同欄中「○」

を削り、同項に次のように加える。

� 完成検査及び１回の支払金額が１，５００

万円以上の既成部分の検査
○

� １件の支払金額が１，５００万円未満の既

成部分の検査
○

別表第２土地改良課の表２の部７の項決裁区分の欄中「○」を削り、同項に次のように加える。

� １件の設計金額が３００万円以上のもの ○

� １件の設計金額が３００万円未満のもの ○

別表第２土地改良課の表２の部８の項決裁区分の欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め、同表５の部４の項�事項
の欄中「及び第８条から第１０条まで」を「、第８条及び第９条」に改め、同項中�の次に次のように加える。

 愛媛県海岸占用料等徴収条例第１条、

第３条及び第４条の規定に基づく権限を

行うこと。

○

別表第２土地改良課の表２の部中１３の項を１４の項とし、１０の項から１２の項までを１ずつ繰り下げ、同部９の項�決裁区分
の欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め、同項を同部１０の項とし、同部中６の項から８の項までを１ずつ繰り下げ、

５の項の次に次のように加える。

６ 愛媛県の海を管理する条例の施行に関す

ること（農林水産省農村振興局所管に係る

ものに限る。）。

� 海域の占用及び土石の採取の許可及び

協議（第３条第１項第１号、第２号、第

１１条第１項）

○

� 海域の占用及び土石の採取の許可又は

協議に関する市町村長の意見の聴取（第

５条、第１１条第２項、愛媛県の海を管理

する条例施行規則第５条）

○

 海域の占用及び土石の採取の許可の取

消し等（第８条）
○

� 原状回復義務の免除承認（第９条ただ

し書）
○

� 海域の占用に関する届出の受理（附則

第４項）
○

別表第２林業課の表１の部１の項決裁区分の欄、同表２の部１の項同欄及び同表３の部１の項同欄中「 ○ 」を「
○ 」に改め、同表５の部４の項事項の欄中「、第１８条第１項、第２項、第１８条の２第１項、第１８条の３第１項、第

３項、第１８条の４第１項、第３項、第５項、第６項」を削り、同項決裁区分の欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め

、同部５の項事項の欄中「、第１８条第２項、第１８条の３第３項、第１８条の４第５項、第６項」を削り、同部６の項同欄中「

、第１８条第２項、第１８条の３第３項、第４項、第１８条の４第５項、第６項」を削り、同項決裁区分の欄中「 ○ 」を

「 ○ 」に改め、同部７の項事項の欄中「、第１８条第２項、第１８条の３第３項、第１８条の４第５項、第６項」を削り

、同表７の部１の項�同欄中「設計金額が」の下に「２，０００万円以上」を加え、同項中�の次に次のように加える。
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 １件の設計金額が２，０００万円未満のも

の
○

別表第２林業課の表７の部２の項�事項の欄中「設計金額が」の下に「２，０００万円以上」を加え、同項中�の次に次のよ
うに加える。

 １件の設計金額が２，０００万円未満のも

の
○

別表第２林業課の表７の部３の項決裁区分の欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め、同部４の項�事項の欄中「支
払金額が」の下に「１，５００万円以上」を加え、同項中�をとし、�の次に次のように加える。

� １件の支払金額が１，５００万円未満の工

事の既成部分検査
○

別表第２林業課の表７の部５の項決裁区分の欄中「○」を削り、同項に次のように加える。

� １件の設計金額が３００万円以上のもの ○

� １件の設計金額が３００万円未満のもの ○

別表第２林業課の表７の部６の項�決裁区分の欄及び同表８の部１の項�同欄中「 ○ 」を「 ○ 」に改め

、同表９の部１の項�事項の欄中「設計金額が」の下に「３００万円以上」を加え、同項中�の次に次のように加える。

 １件の設計金額が３００万円未満のもの ○

別表第２林業課の表９の部２の項決裁区分の欄、同表１１の部１の項同欄、同部４の項同欄、同部７の項同欄、同部８の項

同欄、同部９の項同欄、同部１０の項同欄、同表１２の部１の項同欄、同部４の項�同欄及び同部５の項同欄中「 ○ 」

を「 ○ 」に改め、同部中７の項を削り、８の項を７の項とする。

別表第２水産課の表８の部１の項事項の欄中「第３条の２」を「第４条」に改め、同部６の項を同部８の項とし、同部５

の項同欄中「第１８条」を「第２１条」に改め、同項を同部７の項とし、同部４の項同欄中「（法第１６条）」を削り、同項を同

部５の項とし、同項の次に次のように加える。

６ 登録票の返納の受付（第２０条） ○

別表第２水産課の表８の部３の項事項の欄中「第１１条の２」を「第１３条」に改め、同項を同部４の項とし、同部２の項同

欄中「第９条、第１４条」を「第１０条、第１２条、第１７条」に改め、同項を同部３の項とし、同部１の項の次に次のように加え

る。

２ 工事完成後の認定（第８条） ○

別表第２水産課の表９の部事務の種類の欄中「測度及び」を削り、同部１の項を削り、同部２の項事項の欄中「政令」を

「小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第２条第１項の規定によりなお従前の例に

よることとされる同令第１条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令（以下この部において

「旧船籍令」という。）」に改め、同項を同部１の項とし、同部３の項同欄中「政令」を「旧船籍令」に改め、同項を同部

２の項とし、同部４の項同欄中「政令」を「旧船籍令」に改め、同項を同部３の項とし、同部５の項同欄中「政令」を「旧

船籍令」に改め、同項を同部４の項とし、同部６の項同欄中「政令」を「旧船籍令」に改め、同項を同部５の項とし、同部

７の項を削り、同表中１４の部を１５の部とし、１３の部を１４の部とし、同表１２の部３の項同欄中「漁港法」を「漁港漁場整備法

」に改め、「及び第４４条」を削り、同部を同表１３の部とし、同表１１の部を同表１２の部とし、同表１０の部事務の種類の欄中「

漁港修築」を「漁港漁場整備」に改め、同部１の項事項の欄中「漁港修築計画及び漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事

業計画及び特定漁港漁場整備事業」に改め、同部２の項同欄中「漁港修築計画」を「特定漁港漁場整備事業計画」に改め、

同部３の項同欄中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改め、同部を同表１１の部とし、同表９の部の次に次のよ

うに加える。

１０ 小型漁船の

測度に関する

事務

１ 小型漁船の総トン数の測度（小型漁船の

総トン数の測度に関する政令第１条） ○

別表第２管理課の表７の部中１４の項を１５の項とし、１０の項から１３の項までを１ずつ繰り下げ、９の項の次に次のように加

える。

１０ 監督処分（第７１条第１項から第３項まで

）
○
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別表第２建築指導課の表１の部１の項事項の欄中「第４条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部２の項同欄中「第６条

」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部４の項同欄中「第８条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部６の項同欄中「第２１

条の３第３項」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部７の項同欄中「第２１条の３第３項」の下に「、第２３条の１６」を加え、

同部８の項同欄中「第１５条第２項」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部９の項同欄中「第１７条第４項」の下に「、第２３条

の１６」を加え、同部１０の項同欄中「第１７条第５項」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部１１の項同欄中「第１７条第６項」の

下に「、第２３条の１６」を加え、同部１２の項同欄中「第１８条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部１５の項同欄中「第２２条」

の下に「、第２３条の１６」を加え、同部中１６の項を１８の項とし、１５の項の次に次のように加える。

１６ 入居者の選定（第２３条の１３） ○

１７ 家賃の減額（第２３条の１５第１項） ○

別表第２建築指導課の表２の部１の項事項の欄中「第３条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部２の項同欄中「第６条

」の下に「、第１２条の５」を加え、同部３の項同欄中「第９条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部４の項同欄中「第１０

条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部５の項同欄中「第１１条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部６の項同欄中「第

１２条」の下に「、第１２条の５」を加える。

別表第２備考１及び２を次のように改める。

１ 松山地方局においては、税務課の表１の部から４の部までに掲げる事務については、同表組織名の欄中「税務

課」とあるのは、「税務管理課」とし、同表５の部及び６の部に掲げる事務については、同欄中「税務課」とあ

るのは、「課税課」として、同表の規定を適用する。この場合において、同表５の部の適用については、同表決

裁区分の欄中「課長」とあるのは、「税務管理課長」とする。

２ 久万福祉課、大洲福祉課又は宇和福祉課においては、御荘福祉課の表１の部から２４の部までに掲げる事務につ

いては、同表組織名の欄中「御荘福祉課」とあるのは、それぞれ「久万福祉課」、「大洲福祉課」又は「宇和福

祉課」として、同表の規定を適用する。

別表第２備考中４を７とし、３の次に次のように加える。

４ 伊予三島土地改良課、丹原土地改良課、久万土地改良課、大洲土地改良課、宇和土地改良課又は御荘土地改良

課においては、土地改良課の表に掲げる事務については、同表組織名の欄中「土地改良課」とあるのは、それぞ

れ「伊予三島土地改良課」、「丹原土地改良課」、「久万土地改良課」、「大洲土地改良課」、「宇和土地改良

課」又は「御荘土地改良課」として、同表の規定を適用する。

５ 伊予三島林業課、丹原林業課、久万林業課、大洲林業課、宇和林業課又は御荘林業課においては、林業課の表

に掲げる事務については、同表組織名の欄中「林業課」とあるのは、それぞれ「伊予三島林業課」、「丹原林業

課」、「久万林業課」、「大洲林業課」、「宇和林業課」又は「御荘林業課」として、同表の規定を適用する。

６ 御荘水産課においては、水産課の表に掲げる事務については、同表組織名の欄中「水産課」とあるのは、「御

荘水産課」として、同表の規定を適用する。

別表第３を次のように改める。

別表第３（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る一般共通

決裁事項

決裁区分

事務の種類 事 項
所長

専決者

課長

１ 公文書に関

する事務

１ 重要な通知、通達、照会、報告、回答、

申請、上申、進達等に関すること。
○

２ 軽易な通知、通達、照会、報告、回答、

申請、上申、進達等に関すること。
○

３ ファイル管理表及びファイル管理総括表

の作成（文書管理規程第４９条第１項から第

３項まで）

○

４ 完結文書の引継ぎ（文書管理規程第５７条

）
○

２ 公文書の公

開に関する事

務

１ 公文書の公開の請求等に対する決定（愛

媛県情報公開条例（以下この部において「

条例」という。）第１０条、第１４条第３項、

条例附則第３項ただし書の規定によりなお

その効力を有するものとされている愛媛県

情報公開要綱（以下この部において「要綱

○
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別表第４を削る。

別表第５用地管理課の表中４４の部を４５の部とし、３８の部から４３の部までを１ずつ繰り下げ、同表３７の部１の項事項の欄中

「第３条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部２の項同欄中「第６条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部３の項同欄

中「第９条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部４の項同欄中「第１０条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部５の項同

欄中「第１１条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部６の項同欄中「第１２条」の下に「、第１２条の５」を加え、同部を同表

」という。）第９条第１項、第３項、第４

項）

２ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る期間の延長等（条例第１１条第２項、第１２

条、要綱第９条第２項）

○

３ 公文書の公開の請求に係る事案の移送（

条例第１３条第１項）
○

４ 公文書の公開の請求等に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（条例第１４条第１項

、第２項、要綱第９条第４項）

○

３ 愛媛県個人

情報保護条例

の施行に関す

る事務

１ 個人情報取扱事務の登録及びその抹消（

第７条第２項、第４項）
○

２ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定（第２０条、第２３条第２項、第３０

条、第３５条）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求に

対する決定に係る期間の延長等（第２１条第

２項、第２２条、第３１条第２項、第３２条、第

３５条）

○

４ 個人情報の開示の請求に対する決定に係

る第三者の意見の聴取（第２３条第１項）
○

５ 個人情報の取扱いの是正の申出の処理（

第４０条第３項）
○

４ 職員の身分

及び服務に関

する事務

１ 所属職員の出張、休暇、育児休業等、私

事旅行、職務専念義務の免除その他服務に

関すること（職員の海外出張並びに所長の

県外出張及び県外私事旅行を除く。）。

� 役付職員に係るもの ○

� �以外のもの ○

２ 所属職員の通勤手当及び住居手当の決定 ○

５ 事務の分担

に関する事務

１ 所属職員の事務の分担に関すること。
○

６ 超過勤務命

令に関する事

務

１ 所属職員の超過勤務命令に関すること。

○

７ 収入又は支

出を伴う事務

１ 次に掲げる事件の決定に関すること（工

事並びに用地の取得及び補償（漁業補償を

含む。）を除く。）。

� １件３０万円以上１００万円未満の支出を

伴う事件
○

� １件３０万円未満の支出を伴う事件 ○

備考 １ 土木事務所長の権限に属する事務に係るこの表１の部３の項及び４の
項並びに４の部１の項�の適用については、同表決裁区分の欄中「課長
」とあるのは、西条地方局伊予三島土木事務所、八幡浜地方局大洲土木
事務所及び同地方局宇和土木事務所にあつては「事業管理課長」と、そ
の他の土木事務所にあつては「用地管理課長」とする。

２ ダム管理事務所長の権限に関する事務に係るこの表７の部１の項の適
用については、同表事項の欄中「補償（漁業補償を含む。）」とあるの
は、「補償」とする。
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３８の部とし、同表３６の部２の項同欄中「第２１条の３第３項」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部３の項同欄中「第１５条第

２項」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部４の項同欄中「第１７条第４項」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部５の項同

欄中「第１８条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部８の項同欄中「第２２条」の下に「、第２３条の１６」を加え、同部９の項

同欄中「第２４条」を「第２５条」に改め、同部を同表３７の部とし、同表中１２の部から３５の部までを１ずつ繰り下げ、同表１１の

部中１２の項を１３の項とし、１１の項を１２の項とし、１０の項を１１の項とし、９の項の次に次のように加え、同部を同表１２の部と

する。

１０ 監督処分（第７１条第１項から第３項まで

）
○

別表第５用地管理課の表中１０の部を１１の部とし、３の部から９の部までを１ずつ繰り下げ、２の部の次に次のように加え

る。

３ 逓送車の運

行及び逓送車

に乗車し、逓

送の業務に従

事する職員（

以下この部に

おいて「逓送

員」という。

）の管理に関

する事務（西

条地方局伊予

三島土木事務

所に限る。）

１ 逓送車の運行及び逓送員の管理に関する

こと。

○

別表第５備考１中「８の部」を「９の部」に、「１１の部から４３の部」を「１２の部から４５の部」に、「９の部及び１０の部」

を「１０の部及び１１の部」に改め、同表を別表第４とし、別表第６を別表第５とする。

別表第７を削り、別表第８を別表第６とする。

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程の一部を次のように改正する。

別表第２管理課の表３の部中２の項を３の項とし、１の項を２の項とし、同項の前に次のように加える。

１ 分別解体等に関すること。

� 対象建設工事の届出及び変更の届出の

受理（第１０条第１項、第２項）
○

� 分別解体等の計画の変更等の命令（第

１０条第３項）
○

 分別解体等の実施に関する助言又は勧

告（第１４条）
○

� 分別解体等の方法の変更等の命令（第

１５条）
○

別表第２管理課の表３の部中３の項の次に次のように加える。

４ 対象建設工事の発注者等に対する報告の

徴収に関すること（第４２条第１項）。
○

５ 対象建設工事の現場等の立入検査に関す

ること（特定建設資材に係る分別解体等に

関するものに限る。）（第４３条第１項）。

○

別表第４用地管理課の表６の部中２の項を３の項とし、１の項を２の項とし、同項の前に次のように加える。

１ 分別解体等に関すること。

� 対象建設工事の届出及び変更の届出の

受理（第１０条第１項、第２項）
○

� 分別解体等の計画の変更等の命令（第

１０条第３項）
○

 分別解体等の実施に関する助言又は勧

告（第１４条）
○
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*愛媛県訓令第９号

保 健 福 祉 部

地 方 局

保 健 所

食肉衛生検査センター

愛媛県食肉衛生検査センター処務規程を次のように定める

。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県食肉衛生検査センター処務規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、食肉衛生検査センター（以下「センタ

ー」という。）の処務に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（職務）

第２条 所長は、知事の命を受け、センターの業務を掌理し

、所属職員を指揮監督する。

２ 課長は、所長の命を受け、課の事務を掌理する。

３ 支所長は、所長の命を受け、支所の事務を掌理し、支所

職員を指揮監督する。

４ 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調

査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を

指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

５ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

６ 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

７ 主査は、上司の命を受け、事務を処理するとともに、係

長を補佐する。

８ 主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受け、セン

ターの業務に従事する。

（事務の委任）

第３条 所長に委任する事務は、次のとおりとする。
�

� と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第９条第１項第１

号の規定による届出を受理し、証明書の交付を行い、及

び公衆衛生上必要な指示を行うこと。
�

� と畜場法第９条第３項の規定によると畜場以外の場所

において、獣畜をと殺し、又は解体する者に対し、必要

な指示を行うこと。
�

 と畜場法第１０条の規定による検査を行うこと。
�

� と畜場法第１０条第４項の規定による特に検査を要しな

いかどうかの認定を行うこと。

�
� と畜場法第１２条の規定による公衆衛生上必要な限度に

おいて同条各号の措置をとること。
�

� と畜場法第１３条の規定による報告を徴し、又は立入検

査をさせること。
�

� と畜場法施行令（昭和２８年政令第２１６号）第３条第２

号の規定による獣畜のと殺の許可をすること。
�

� と畜場法施行細則（昭和２９年愛媛県規則第１３号）第６

条第１号の規定によると畜場入場証を下付すること。
�

� と畜場法施行細則第７条第１号の規定によると畜従事

証を下付すること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平

成２年法律第７０号）第３条の規定により、事業の許可（

同法第１６条第２項に規定する認定小規模食鳥処理業者（

以下「認定小規模食鳥処理業者」という。）に係るもの

を除く。）をすること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第６

条第１項の規定により、食鳥処理場の構造又は設備の変

更の許可（認定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。

）をすること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第６

条第３項の規定による変更の届出（認定小規模食鳥処理

業者に係るものを除く。）を受理すること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第７

条第２項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出

（認定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。）を受理

すること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第８

条又は第９条の規定により、許可を取り消し、若しくは

事業の停止を命じ、又は食鳥処理場の整備改善を命じ、

若しくは使用を禁止すること（認定小規模食鳥処理業者

に係るものを除く。）。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１２

条第４項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変

更の届出（認定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。

）を受理すること。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１３

条の規定により、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずるこ

と（認定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。）。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１４

条の規定による食鳥処理場の休廃止等の届出（認定小規

模食鳥処理業者に係るものを除く。）を受理すること。

� 分別解体等の方法の変更等の命令（第

１５条）
○

別表第４用地管理課の表６の部中３の項の次に次のように加える。

４ 対象建設工事の発注者等に対する報告の

徴収に関すること（第４２条第１項）。
○

５ 対象建設工事の現場等の立入検査に関す

ること（特定建設資材に係る分別解体等に

関するものに限る。）（第４３条第１項）。

○

附 則

この訓令中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成１４年５月３０日から施行する。
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� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１５

条の規定による検査を行うこと。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第２０

条の規定により、公衆衛生上必要な措置を採ること（認

定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。）。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第３７

条第１項の規定により、報告の徴収をすること（認定小

規模食鳥処理業者に係るものを除く。）。

� 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第３８

条第１項の規定により、職員に立入検査、質問又は収去

をさせること（認定小規模食鳥処理業者に係るものを除

く。）。

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行

細則（平成４年愛媛県規則第１号）第４条の規定により

、許可証等を再交付すること（認定小規模食鳥処理業者

に係るものを除く。）。

! 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１７条の規定に

より、必要な報告を求め、又は当該吏員に関係場所を臨

検させ、若しくは関係物件を検査し、又は収去させるこ

と（と畜場及び食鳥処理場（認定小規模食鳥処理業者に

係る食鳥処理場を除く。）並びにこれらの附属施設に係

るものに限る。）。

" 食品衛生法第２２条の規定により、必要な処置をとるこ

とを命ずること（と畜場及び食鳥処理場（認定小規模食

鳥処理業者に係る食鳥処理場を除く。）並びにこれらの

附属施設に係るものに限る。）。

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりと

する。ただし、異例又は重要と認められるもののうち、第

２号及び第４号に掲げる事項にあってはあらかじめ知事の

、その他の事項にあってはあらかじめ八幡浜地方局長の承

認を受けなければならない。

� センターの業務に関し職名又はセンター名で文書を施

行すること。

� 公文書の公開に関すること（公文書の公開の請求（申

請を含む。）に対する決定に係る不服申立て（不服の申

出を含む。）に関するものを除く。）。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取扱

いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び削除

の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人情報の

取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを除く。）

。

� 所属職員の出張（所長の県外出張を除く。）に関する

こと。

� 所属職員の休暇、育児休業等、私事旅行（所長の県外

私事旅行を除く。）、職務専念義務の免除その他服務に

関すること。

� 所属職員の事務分掌に関すること。

� １件１００万円未満の支出を伴う事件（工事を除く。）

の決定に関すること。

� 次の会計事務に関すること。

ア １００万円未満の税外収入の徴収

イ 決裁を経た１件５００万円未満の事件（工事及びウに

掲げるものを除く。）に係る支出負担行為

ウ 報酬、賃金及び期末手当に係る支出負担行為

エ 決裁を経た１件５００万円未満の事件の経費（工事費

及びオに掲げるものを除く。）に係る支出命令

オ 報酬、賃金及び期末手当に係る支出命令

カ 歳入歳出外現金、有価証券及び物品の出納通知

キ 物品の管理及び処分に関する事務

� その他軽易又は常例に属する事務の執行に関すること

。

２ 支所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとす

る。ただし、重要又は異例と認められるものについては、

あらかじめ所長の承認を受けなければならない。

� 文書の往復に関すること。

� 支所職員の出張（支所長の県外出張を除く。）に関す

ること。

 支所職員の休暇、育児休業等、私事旅行（支所長の県

外私事旅行を除く。）、職務専念義務の免除その他服務

に関すること。

� その他軽易又は常例に属する支所の事務に関すること

。

（代決）

第５条 所長が不在のときは、課長が代決する。

２ 支所長が不在のときは、係長が代決する。

３ 前２項の規定により代決した事務で重要なものは、後閲

を受けなければならない。

（細則）

第６条 この訓令に定めるもののほか、センターの処務に関

し必要な事項は、所長が八幡浜地方局長の承認を得て定め

る。

（他の規程の準用）

第７条 この訓令及び前条の規定により定められたもののほ

か、センターの処務については、愛媛県処務細則（昭和２９

年愛媛県訓令第５号）の例による。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�������
*愛媛県訓令第１０号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように

定める。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号

）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表保健企画課の項第１４号中「保健婦助産

婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に改め、同項第

１７号中「有毒物質」を「有害物質」に改め、同表健康増進

課の項第１９号を削り、同表生活衛生課の項第４号を削り、

同項第５号中「こと」の下に「（認定小規模食鳥処理業者
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に係るものに限る。）」を加え、同号を同項第４号とし、

同項中第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同項第

８号中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改

め、同号を同項第７号とし、同項中第９号を第８号とし、

第１０号を第９号とし、同項第１１号中「保護」を「愛護」に

改め、同号を同項第１０号とし、同項第１２号から第１６号まで

を１号ずつ繰り上げ、同条第２項の表保健課の項第１３号中

「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に

改め、同項第１６号中「有毒物質」を「有害物質」に改め、

同項中第３９号を削り、第４０号を第３９号とし、同表衛生環境

課の項第４号を削り、同項第５号中「こと」の下に「（認

定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。）」を加え、同

号を同項第４号とし、同項中第６号を第５号とし、第７号

を第６号とし、同項第８号中「環境衛生関係営業」を「生

活衛生関係営業」に改め、同号を同項第７号とし、同項中

第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、同項第１１号中

「保護」を「愛護」に改め、同号を同項第１０号とし、同項

第１２号から第２２号までを１号ずつ繰り上げる。

第７条中第９号を第１１号とし、第３号から第８号までを

２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立衛生環境研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所処務規程（昭和２８年愛媛県

訓令第９号）の一部を次のように改正する。

第２条中「及び分室」を削り、同条の表環境研究課の部

環境調査室の項ダイオキシン分析科の目を削り、同部東予

分室の項を次のように改める。

環境科学室

資源環境科

� 資源リサイクルに係る試験研究に関すること

。

� 廃棄物処理に係る監視、調査及び試験研究に

関すること。

 廃棄物の処理及び再利用に係る資料の収集及

び整理に関すること。

� 環境科学に係る調査研究の総括に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

環境化学科

� ダイオキシン類の監視、調査、測定及び検査

に関すること。

� ダイオキシン類に係る試験研究に関すること

。

 有害化学物質（ダイオキシン類を除く。）に

係る調査研究に関すること。

生物環境科

� 生物多様性の保全に係る調査研究に関するこ

と。

� 微生物を活用した環境保全に係る試験研究に

関すること。

 化学物質の生物に対する影響に係る調査研究

に関すること。

第３条第６項中「及び分室長」、「それぞれ」及び「及

び分室」を削り、同条中第１２項を第１３項とし、第７項から

第１１項までを１項ずつ繰り下げ、第６項の次に次の１項を

加える。

７ 専門研究員は、上司の命を受け、多岐にわたる分野に

おける技術的専門的な試験、研究及び調査の業務を掌理

する。

第４条第２項中「又は分室長」を削る。

第５条第１項中「第７号及び第８号」を「第５号、第９

号及び第１０号」に改め、同項中第９号を第１１号とし、第４

号から第８号までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の

２号を加え、同条第２項を削る。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。
�

（と畜場法施行手続の一部改正）
�

第３条 と畜場法施行手続（昭和２９年愛媛県訓令第２号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「保健所長は」を「愛媛県食肉衛生検査センタ
�

ー所長は、」に、「外」を「ほか、」に、「と畜場法」を
�

「、と畜場法」に改める。
� �

第１３条中「と畜場法施行規則」を「、と畜場法施行規則

」に、「第７条」を「第８条」に改める。

（保健所長に対する事務委任規程の一部改正）

第４条 保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓

令第８号）の一部を次のように改正する。

本則第１９号の１６を次のように改める。

１９の１６ 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２４条第１項、

第３０条第１項及び第３１条第１項の規定により、報告を求

め、又はその職員に立入検査をさせ、若しくは質問させ

ること。

本則第１９号の１７中「第１７条」を「第２０条」に改め、本則

中第３１号の３を削り、第３１号の４を第３１号の３とし、第３１

号の５を第３１号の４とし、第３７号の次に次の１号を加える

。

３７の２ 水道法の一部を改正する法律（平成１３年法律第１

００号）附則第２条第１項の規定による新規専用水道の届

出を受理すること。

本則第３９号中「こと」の下に「（と畜場及び食鳥処理場

（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成

２年法律第７０号）第１６条第２項に規定する認定小規模食鳥

処理業者（以下「認定小規模食鳥処理業者」という。）に

係るものを除く。）並びにこれらの附属施設に係るものを

除く。）」を加え、本則第３９号の２中「こと」の下に「（

同法第２２条の規定による処置命令にあつては、と畜場及び

食鳥処理場（認定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。

）並びにこれらの附属施設に係るものを除く。）」を加え
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、本則第４２号から第５０号までを削り、本則第５０号の２中「

（平成２年法律第７０号）」を削り、「許可」の下に「（認

定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。）」を加え、同

号を本則第４２号とし、本則第５０号の３中「許可」の下に「

（認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。）」を加え

、同号を本則第４３号とし、本則第５０号の４中「届出」の下

に「（認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。）」を

加え、同号を本則第４４号とし、本則第５０号の５中「届出」

の下に「（認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。）

」を加え、同号を本則第４５号とし、本則第５０号の６中「こ

と」の下に「（認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る

。）」を加え、同号を本則第４６号とし、本則第５０号の７中

「届出」の下に「（認定小規模食鳥処理業者に係るものに

限る。）」を加え、同号を本則第４７号とし、本則第５０号の

８中「こと」の下に「（認定小規模食鳥処理業者に係るも

のに限る。）」を加え、同号を本則第４８号とし、本則第５０

号の９中「届出」の下に「（認定小規模食鳥処理業者に係

るものに限る。）」を加え、同号を本則第４９号とし、本則

中第５０号の１０を削り、第５０号の１１を第５０号とし、第５０号の

１２から第５０号の１７までを１０号ずつ繰り上げ、本則第５０号の

１８中「こと」の下に「（認定小規模食鳥処理業者に係るも

のに限る。）」を加え、同号を本則第５０号の８とし、本則

第５０号の１９中「こと」の下に「（認定小規模食鳥処理業者

に係るものに限る。）」を加え、同号を本則第５０号の９と

し、本則第５０号の２０中「こと」の下に「（認定小規模食鳥

処理業者に係るものに限る。）」を加え、同号を本則第５０

号の１０とし、本則第５０号の２１中「こと」の下に「（認定小

規模食鳥処理業者に係るものに限る。）」を加え、同号を

本則第５０号の１１とする。

（愛媛県研修所規程の一部改正）

第５条 愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の

一部を次のように改正する。

第２条中「係の」を「課の」に改め、同条の表庶務係の

項中「庶務係」を「総務課」に改め、同項に次の１号を加

える。

� その他他の主管に属しないこと。

第２条の表教務係の項中「教務係」を「研修企画課」に

改め、同項に次の４号を加える。

� 研修技法の開発等の調査研究に関すること。

� 職員の政策形成能力の向上に係る研修の企画に関す

ること。

� 職員の自主的研究活動の育成及び指導に関すること

。

� その他研修に関すること。

第４条の３中「室長」を「課長」に、「担当業務に係る

重要な事務を処理する」を「課の事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する」に改める。

第４条の４中「、政策」を削る。

第６条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛整肢療護園処務規程の一部改正）

第６条 愛媛整肢療護園処務規程（昭和３１年愛媛県訓令第１３

号）の一部を次のように改正する。

第２条第４項中「総婦長」を「総看護長」に改め、同条

第７項及び第９項中「婦長」を「看護長」に改める。

第４条中「第５号及び第６号」を「第４号、第７号及び

第８号」に改め、同条中第７号を第９号とし、第３号から

第６号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を

加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県婦人相談所処務規程の一部改正）

第７条 愛媛県婦人相談所処務規程（昭和３２年愛媛県訓令第

１２号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第５号」を「、第４号及び第７号」に改

め、同条中第６号を第８号とし、第３号から第５号までを

２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県庁内統計調査事務調整規程の一部改正）

第８条 愛媛県庁内統計調査事務調整規程（昭和３２年愛媛県

訓令第２０号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び高速道路課長」を削る。

（愛媛県計量検定所処務規程の一部改正）

第９条 愛媛県計量検定所処務規程（昭和３３年愛媛県訓令第

４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「及び第１２号」を「、第１２号及び第１４号」に改

め、同条中第１３号を第１５号とし、第１２号の次に次の２号を

加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県県立高等技術専門校処務規程の一部改正）

第１０条 愛媛県県立高等技術専門校処務規程（昭和３３年愛媛

県訓令第２６号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

愛 媛 県 報平成１４年４月１日 第１３４３号外５

４４



� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県公印規程の一部改正）

第１１条 愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）の一

部を次のように改正する。

第４条第２項中「（室長及び高速道路課長を含む。）」

を削る。

別表２知事印の部林業振興課の項管守場所の欄中「林業

振興課」を「林業政策課」に改め、同部西条地方局の項中

「１│狩猟免状用」を「３│狩猟免状用」に改め、同部西

条地方局伊予三島出張所の項及び西条地方局丹原出張所の

項を削り、同部松山地方局の項中「１│狩猟免状用」を「

２│狩猟免状用」に改め、同部松山地方局久万出張所の項

を削り、同部八幡浜地方局の項中「１│狩猟免状用」を「

３│狩猟免状用」に改め、同部八幡浜地方局大洲出張所の

項及び八幡浜地方局宇和出張所の項を削り、同部宇和島地

「１ 漁船登録、小型船舶船籍票交付、指定漁

方局の項中

１ 漁業許可用

船調書確認用 「２ 漁船登録、小型船舶船籍票交付、

を

」 ２ 漁業許可用

指定漁船調書確認用

に、「１│狩猟免状用」を「２│狩

」

猟免状用」に改め、同部宇和島地方局御荘出張所の項を削

り、同部林業試験場の項同欄中「林業試験場」を「林業技

術センター」に改め、同項専用区分の欄中「林業試験場研

修室使用許可用」を「林業技術センター施設使用許可用」

に改め、同部緑化センターの項を削る。

（愛媛県知的障害者更生相談所処務規程の一部改正）

第１２条 愛媛県知的障害者更生相談所処務規程（昭和３５年愛

媛県訓令第３２号）の一部を次のように改正する。

第４条中「第５号及び第６号」を「第４号、第７号及び

第８号」に改め、同条中第７号を第９号とし、第３号から

第６号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を

加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（水産試験場処務規程の一部改正）

第１３条 水産試験場処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第９号）

の一部を次のように改正する。

第２条中第１２項を第１３項とし、第４項から第１１項までを

１項ずつ繰り下げ、第３項の次に次の１項を加える。

４ 中予水産試験場付は、場長の特命に係る事務を処理す

る。

第３条中「及び第６号」を「、第４号及び第８号」に改

め、同条中第８号を第１０号とし、第３号から第７号までを

２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県児童相談所処務規程の一部改正）

第１４条 愛媛県児童相談所処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第

１５号）の一部を次のように改正する。

第２条中第１１項を第１２項とし、第５項から第１０項までを

１項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の１項を加える。

５ 児童指導専門員は、上司の命を受け、多岐にわたる児

童に関する相談業務を掌理する。

第４条中「及び第５号」を「、第４号及び第７号」に改

め、同条中第６号を第８号とし、第３号から第５号までを

２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県工業技術センター処務規程の一部改正）

第１５条 愛媛県工業技術センター処務規程（昭和３６年愛媛県

訓令第３１号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県繊維産業試験場処務規程の一部改正）

第１６条 愛媛県繊維産業試験場処務規程（昭和３７年愛媛県訓

令第１３号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県建設研究所処務規程の一部改正）

第１７条 愛媛県建設研究所処務規程（昭和３８年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。
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第４条中「第４号」の下に「及び第６号」を加え、同条

に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立保育専門学校処務規程の一部改正）

第１８条 愛媛県立保育専門学校処務規程（昭和３９年愛媛県訓

令第１４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「及び第５号」を「、第４号及び第７号」に改

め、同条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第

３号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県製紙試験場処務規程の一部改正）

第１９条 愛媛県製紙試験場処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

２６号）の一部を次のように改正する。

第３条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを

１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。

３ 専門研究員は、上司の命を受け、多岐にわたる分野に

おける技術的専門的な試験、研究及び調査の業務を掌理

する。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県窯業試験場処務規程の一部改正）

第２０条 愛媛県窯業試験場処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

２７号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県大阪事務所処務規程の一部改正）

第２１条 愛媛県大阪事務所処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

２９号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第３号」の下に「及び第５号」を加え、同条

中第８号を第１０号とし、第４号から第７号までを２号ずつ

繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（官報報告規程の一部改正）

第２２条 官報報告規程（昭和３９年愛媛県訓令第４３号）の一部

を次のように改正する。

第４条中「（道路都市局（道路建設課、道路維持課、都

市計画課、都市整備課及び建築住宅課を除く。）を含む。

以下同じ。）」を削る。

第６条第１項中「（高速道路課長を含む。）」を削る。

（愛媛県身体障害者更生相談所処務規程の一部改正）

第２３条 愛媛県身体障害者更生相談所処務規程（昭和３９年愛

媛県訓令第４６号）の一部を次のように改正する。

第３条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立さつき寮処務規程の一部改正）

第２４条 愛媛県立さつき寮処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

４７号）の一部を次のように改正する。

第３条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県家畜保健衛生所処務規程の一部改正）

第２５条 愛媛県家畜保健衛生所処務規程（昭和４０年愛媛県訓

令第２３号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中第１０号を第１２号とし、第４号から第９号

までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える

。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

第５条第２項中「第８号」を「第１０号」に改める。

（愛媛県地方労働委員会事務局処務規程の一部改正）
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第２６条 愛媛県地方労働委員会事務局処務規程（昭和４１年愛

媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

第１条の表調整課の項に次の１号を加える。

� 個別的労使紛争のあつせんに関すること。

第３条中第１１号を第１３号とし、第６号から第１０号までを

２号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県東京事務所処務規程の一部改正）

第２７条 愛媛県東京事務所処務規程（昭和４２年愛媛県訓令第

３号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「第３号」の下に「及び第５号」を加え

、同項中第８号を第１０号とし、第４号から第７号までを２

号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立えひめ学園処務規程の一部改正）

第２８条 愛媛県立えひめ学園処務規程（昭和４５年愛媛県訓令

第１３号）の一部を次のように改正する。

第５条中「第２号」の下に「及び第４号」を加え、同条

中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立歯科技術専門学校処務規程の一部改正）

第２９条 愛媛県立歯科技術専門学校処務規程（昭和４６年愛媛

県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第２号」の下に「及び第４号」を加え、同条

中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立農業大学校処務規程の一部改正）

第３０条 愛媛県立農業大学校処務規程（昭和４６年愛媛県訓令

第９号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「及び第６号」を「、第５号及び第８号

」に改め、同項中第８号を第１０号とし、第４号から第７号

までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える

。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県病害虫防除所処務規程の一部改正）

第３１条 愛媛県病害虫防除所処務規程（昭和４６年愛媛県訓令

第１１号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「第５号及び第６号」を「第４号、第７

号及び第８号」に改め、同項中第７号を第９号とし、第３

号から第６号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の

２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県生活センター処務規程の一部改正）

第３２条 愛媛県生活センター処務規程（昭和４７年愛媛県訓令

第４号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

め、同条中第８号を第１０号とし、第４号から第７号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県精神保健福祉センター処務規程の一部改正）

第３３条 愛媛県精神保健福祉センター処務規程（昭和４７年愛

媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条第６項中「担当係長」を「係長」に、「担当事務

」を「係の事務」に改める。

第３条中「第２号」の下に「及び第４号」を加え、同条

中第６号を第８号とし、第３号から第５号までを２号ずつ

繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県農業試験場処務規程の一部改正）

第３４条 愛媛県農業試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

１号）の一部を次のように改正する。

第４条中「第６号及び第７号」を「第４号、第８号及び

第９号」に改め、同条中第８号を第１０号とし、第３号から

第７号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を
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加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県立果樹試験場処務規程の一部改正）

第３５条 愛媛県立果樹試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令

第２号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「第６号及び第７号」を「第４号、第８

号及び第９号」に改め、同項中第８号を第１０号とし、第３

号から第７号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の

２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県畜産試験場処務規程の一部改正）

第３６条 愛媛県畜産試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

４号）の一部を次のように改正する。

第４条中「第６号及び第７号」を「第４号、第８号及び

第９号」に改め、同条中第８号を第１０号とし、第３号から

第７号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を

加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県養鶏試験場処務規程の一部改正）

第３７条 愛媛県養鶏試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

５号）の一部を次のように改正する。

第４条中「第６号及び第７号」を「第４号、第８号及び

第９号」に改め、同条中第８号を第１０号とし、第３号から

第７号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を

加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県林業試験場処務規程の一部改正）

第３８条 愛媛県林業試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

６号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県林業技術センター処務規程

第１条中「愛媛県林業試験場（以下「試験場」を「愛媛

県林業技術センター（以下「センター」に改める。

第２条中「試験場」を「センター」に改め、同条の表総

務課の項第８号中「場中」を「センター内の」に改め、同

項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、同項の次に次の

ように加える。

研修課

� 林業、森林及び緑化に関する研修の実施に関するこ

と。

� 緑化に関する展示に関すること。

 緑化木展示流通施設の提供に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する知識の普及及び指導に

関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する相談に関すること。

第２条の表研究指導室の項第７号中「林業」の下に「及

び森林」を加え、同項第８号中「林業」の下に「、森林及

び緑化」を加え、同項第９号中「林業技術の指導」を「林

業、森林及び緑化」に改める。

第３条第１項中「場長」を「所長」に、「場務」を「セ

ンターの業務」に改め、同条第２項及び第３項中「場長」

を「所長」に改め、同条第１０項中「場務」を「センターの

業務」に改め、同条第１１項中「場長又は分場長」を「所長

」に、「、場長」を「、所長」に改める。

第４条中「場長の専決処理」を「所長の専決処理」に、

「及び第６号から第１１号」を「、第４号及び第８号から第

１３号」に改め、同条第１号中「場務」を「センターの業務

」に、「場名」を「センター名」に改め、同条第１２号を第

１４号とし、同条第１１号中「及び展示研修施設」を「、展示

研修施設及び緑化センター」に改め、同号を同条第１３号と

し、同条第１０号中「及び展示研修施設」を「、展示研修施

設及び緑化センター」に改め、同号を同条第１２号とし、同

条第９号中「及び研修室」を「、研修室及び緑化木展示流

通施設」に改め、同号を同条第１１号とし、同条第５号から

第８号までを２号ずつ繰り下げ、同条第４号中「場長」を

「所長」に改め、同号を同条第６号とし、同条第３号中「

場長」を「所長」に改め、同号を同条第５号とし、同条第

２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

第５条第１項中「場長」を「所長」に改め、同条第２項

中「場長は、研修」を「所長は、研修、知識の普及及び指

導」に、「４月」を「５月」に、「年度研修実績」を「年

度業務実績」に改める。

第６条中「場長」を「所長」に改める。

第７条中「試験場」を「センター」に改める。

（愛媛県健康増進センター処務規程の一部改正）

第３９条 愛媛県健康増進センター処務規程（昭和５０年愛媛県

訓令第２５号）の一部を次のように改正する。

第５条中「第２号」の下に「及び第４号」を加え、同条

中第６号を第８号とし、第３号から第５号までを２号ずつ

繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。
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 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県女性職業センター処務規程の一部改正）

第４０条 愛媛県女性職業センター処務規程（昭和５２年愛媛県

訓令第８号）の一部を次のように改正する。

第３条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第

４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

第４条中「及び第３号」を「、第３号及び第５号」に改

める。

（愛媛県地域農業改良普及センター処務規程の一部改正）

第４１条 愛媛県地域農業改良普及センター処務規程（昭和５３

年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

第３条中第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項か

ら第１０項までを１項ずつ繰り上げる。

第４条第１項中第７号を第９号とし、第３号から第６号

までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える

。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（栽培漁業センター処務規程の一部改正）

第４２条 栽培漁業センター処務規程（昭和５５年愛媛県訓令第

３号）の一部を次のように改正する。

第３条中第６号を第８号とし、第３号から第５号までを

２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県魚病指導センター処務規程の一部改正）

第４３条 愛媛県魚病指導センター処務規程（昭和５６年愛媛県

訓令第３１号）の一部を次のように改正する。

第３条中第６号を第８号とし、第３号から第５号までを

２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県地方局男女共同参画推進班規程の一部改正）

第４４条 愛媛県地方局男女共同参画推進班規程（昭和５９年愛

媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

別表９の項中「西条地方局」の下に「及び八幡浜地方局

」を加え、同表１１の項中「生活改善係長」を「女性・高齢

者係長」に改め、同表１２の項及び１３の項を次のように改め

る。

１２ 地域農業改良普及センター地域振興課農村・担い手

係長（西条地方局、松山地方局及び宇和島地方局に限

る。）

１３ 今治中央地域農業改良普及センター伯方支所総合普

及課農村・担い手係長（今治地方局に限る。）

別表１７の項を同表２１の項とし、同表１６の項中「所長」の

下に「（松山地方局に限る。）」を加え、同項を同表２０の

項とし、同表１５の項を同表１９の項とし、同表１４の項中「指

導係長」の下に「（松山地方局に限る。）」を加え、同項

を同表１８の項とし、同表１３の項の次に次のように加える。

１４ 松山地方局総務福祉部久万福祉課地域福祉係長（松

山地方局に限る。）

１５ 八幡浜地方局総務福祉部大洲福祉課地域福祉係長（

八幡浜地方局に限る。）

１６ 八幡浜地方局総務福祉部宇和福祉課地域福祉係長（

八幡浜地方局に限る。）

１７ 宇和島地方局総務福祉部御荘福祉課地域福祉係長（

宇和島地方局に限る。）

（愛媛県立医療技術短期大学処務規程の一部改正）

第４５条 愛媛県立医療技術短期大学処務規程（昭和６３年愛媛

県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

第４条中第１９項を第２０項とし、第１８項を第１９項とし、第

１７項を第１８項とし、第１６項の次に次の１項を加える。

１７ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

第６条中第８号を第１０号とし、第４号から第７号までを

２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

別表第１中５の部を６の部とし、４の部を５の部とし、

３の部を４の部とし、２の部の次に次のように加える。

３ 愛媛県

個人情報

保護条例

の施行に

関する事

務

１ 個人情報取扱事務の登録及び

その抹消（第７条第２項、第４

項）

○

２ 個人情報の開示、訂正及び削

除の請求に対する決定（第２０条

、第２３条第２項、第３０条、第３５

条）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び削

除の請求に対する決定に係る期

間の延長等（第２１条第２項、第

２２条、第３１条第２項、第３２条、

○
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第３５条）

４ 個人情報の開示の請求に対す

る決定に係る第三者の意見の聴

取（第２３条第１項）

○

５ 口頭により開示請求ができる

個人情報の決定（第２５条第１項

）

○

６ 個人情報の取扱いの是正の申

出の処理（第４０条第３項）
○

（愛媛県リゾート班規程の一部改正）

第４６条 愛媛県リゾート班規程（平成２年愛媛県訓令第６号

）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「ふるさと整備課しまなみ海道振興監」

を「ふるさと整備課長補佐（しまなみ海道振興担当）」に

改める。

（愛媛県廃棄物対策班規程の一部改正）

第４７条 愛媛県廃棄物対策班規程（平成３年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

別表２４の項を次のように改める。

２４ 林業技術センター所長

（愛媛県花き総合指導センター処務規程の一部改正）

第４８条 愛媛県花き総合指導センター処務規程（平成４年愛

媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

第４条中「及び第６号から第９号」を「、第４号及び第

８号から第１１号」に改め、同条中第１０号を第１２号とし、第

３号から第９号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次

の２号を加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県地方局県民情報室規程の一部改正）

第４９条 愛媛県地方局県民情報室規程（平成５年愛媛県訓令

第１１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「情報公開制度」の下に「及び個人情報保護制

度」を加え、「及び地方局出張所」を「並びに伊予三島庁

舎、丹原庁舎、久万庁舎、伊予庁舎、大洲庁舎、宇和庁舎

及び御荘庁舎（以下「出先庁舎」という。）の地方局長が

定める課所」に改め、「情報公開窓口」の下に「及び個人

情報保護窓口」を加える。

第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条中「

別表」を「別表第２」に改め、同条を第５条とする。

第３条を第４条とし、第２条中「地方局総務福祉部総務

調整課に設置する地方局県民情報室にあっては局内各課（

出納室を含む。）、地方局の出先機関（出張所管内の地方

局の出先機関を除く。）及び管内の地方機関（出張所管内

の地方機関を除く。）、地方局出張所に設置する地方局県

民情報室にあっては所内各課並びに管内の地方局の出先機

関及び地方機関における」を削り、同条第１号及び第２号

中「情報公開制度」の下に「及び個人情報保護制度」を加

え、同条第３号中「公開」の下に「及び個人情報の開示等

」を加え、同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加

える。

（所管区域）

第２条 地方局県民情報室の所管区域は、別表第１のとお

りとする。

別表中「第４条」を「第５条」に改め、同表２の項を次

のように改め、同表を別表第２とする。

２ 出先庁舎の地方局長が定める課所に設置する地方局

県民情報室

室長 地方局長が定める課所の長の職にある者
室員 地方局長が定める課所の長の職にある者が指定
した職員

別表第２の前に次の１表を加える。

別表第１（第２条関係）

名 称 所 管 区 域

伊予三島庁舎地方局県民情報室 川之江市、伊予三島市及び宇摩郡

西条地方局県民情報室 西条市及び新居浜市

丹原庁舎地方局県民情報室 東予市及び周桑郡

今治地方局県民情報室 今治市及び越智郡

松山地方局県民情報室 松山市、北条市及び温泉郡

久万庁舎地方局県民情報室 上浮穴郡

伊予庁舎地方局県民情報室 伊予市及び伊予郡

大洲庁舎地方局県民情報室 大洲市及び喜多郡

八幡浜地方局県民情報室 八幡浜市及び西宇和郡

宇和庁舎地方局県民情報室 東宇和郡

宇和島地方局県民情報室 宇和島市及び北宇和郡

御荘庁舎地方局県民情報室 南宇和郡

（愛媛県農業総合対策推進班規程の一部改正）

第５０条 愛媛県農業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓

令第１１号）の一部を次のように改正する。

別表１３の項中「企画調査係長」を「計画係長」に改め、

同表２４の項中「農産物加工係長」を「流通加工係長」に改

め、同表中２５の項を削り、２６の項を２５の項とし、２７の項か

ら３０の項までを１ずつ繰り上げ、同表３１の項中「農林水産

部林業振興課」を「農林水産部林業政策課」に改め、同項

を同表３０の項とし、同項の次に次のように加える。

３１ 農林水産部林業政策課森林計画係長

別表３２の項中「農林水産部林業振興課」を「農林水産部

林業政策課」に改め、同表３３の項及び３４の項を削る。

（愛媛県地方局農業総合対策推進班規程の一部改正）

第５１条 愛媛県地方局農業総合対策推進班規程（平成６年愛

媛県訓令第１２号）の一部を次のように改正する。

別表３の項中「第二土地改良課長）」の下に「（西条地

方局、松山地方局、八幡浜地方局及び宇和島地方局にあっ

ては、それぞれ伊予三島土地改良課長及び丹原土地改良課

長、久万土地改良課長、大洲土地改良課長及び宇和土地改

良課長並びに御荘土地改良課長を含む。）」を加え、同表

４の項中「林業課長」の下に「（西条地方局、松山地方局

、八幡浜地方局及び宇和島地方局にあっては、それぞれ伊

予三島林業課長及び丹原林業課長、久万林業課長、大洲林

業課長及び宇和林業課長並びに御荘林業課長を含む。）」
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を加え、同表中８の項及び９の項を削り、１０の項を８の項

とする。

（愛媛県政策・予算班規程の一部改正）

第５２条 愛媛県政策・予算班規程（平成７年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

別表２の項中「（土木部にあっては、高速道路課長を含

む。）」を削る。

（愛媛県林業専門技術班規程の一部改正）

第５３条 愛媛県林業専門技術班規程（平成７年愛媛県訓令第

９号）の一部を次のように改正する。

第１条及び第３条中「林業振興課」を「林業政策課」に

改める。

第４条第１項中「農林水産部林業振興課」を「農林水産

部林業政策課」に改める。

（愛媛県立伊予三島看護専門学校処務規程の一部改正）

第５４条 愛媛県立伊予三島看護専門学校処務規程（平成９年

愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

第２条の表教務課の項第１号中「看護婦及び看護士」を

「看護師」に改める。

第４条中「第６号及び第７号」を「第４号、第８号及び

第９号」に改め、同条中第８号を第１０号とし、第３号から

第７号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を

加える。

 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県総合林政計画推進班規程の一部改正）

第５５条 愛媛県総合林政計画推進班規程（平成１３年愛媛県訓

令第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「林業振興課長」を「林業政策課長」に

改める。

第６条中「林業振興課」を「林業政策課」に改める。

（愛媛県市町村合併推進本部規程の一部改正）

第５６条 愛媛県市町村合併推進本部規程（平成１３年愛媛県訓

令第１０号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項中「市町村課」の下に「合併推進室」を加

え、同条第２項中「市町村課長」を「市町村課合併推進室

長」に改める。

別表２中１７の項を１８の項とし、５の項から１６の項までを

１ずつ繰り下げ、４の項の次に次のように加える。

５ 総務部市町村課合併推進室長

（愛媛県緑化センター処務規程の廃止）

第５７条 愛媛県緑化センター処務規程（昭和５２年愛媛県訓令

第２２号）は、廃止する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

*愛媛県教育委員会規則第１２号
愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規

則

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委

員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表生涯学習課の項係の欄中「家庭教育係」

を「家庭教育係 全国生涯学習フェスティバル係」に改める

。

第３条の表教育総務課の項中第２６号を第２７号とし、第１１号

から第２５号までを１号ずつ繰り下げ、第１０号の次に次の１号

を加える。

� 教育行政に関する相談に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）。

第３条の表生涯学習課の項中第１７号を第１８号とし、第５号

から第１６号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号

を加える。

� 第１６回全国生涯学習フェスティバルの開催に関するこ

と。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

*愛媛県人事委員会規則６－１６１
職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規

則

職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則

６－５）の一部を次のように改正する。

別表第１行政職群級別職務区分表３級の項職務の級区分欄

の級に含まれる職の欄中「高度の知識又は経験を必要とする

「高度の知識又は経験を必要と

業務を行う主事又は技師」を 主任主事

主任技師

する業務を行う主事又は技師

に改める。

」

別表第５医療職群�級別職務区分表２級の項職務の級区分
欄の級に含まれる職の欄中「高度の知識又は経験を必要とす

る業務を行う技師」を
「高度の知識又は経験を必要とする業

主任技師

教育委員会規則

人事委員会規則
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務を行う技師
に改める。

」

別表第６医療職群�級別職務区分表１級の項職務の級区分

欄の級に含まれる職の欄中「定型的な業務を行う技師」を
「

定型的な業務を行う技師
に改め、同表４級の項同欄中

「看

主任技師 」 看

護婦長
を「看護長」に改める。

護士長」

別表第７第１号を次のように改める。
 保健師、助産師、看護師及び准看護師

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
*愛媛県人事委員会規則７－９５８
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を

改正する規則

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

第７条第１項の表及び同条第２項の表中「林業試験場」

を「林業技術センター」に改める。

第２８条第２項中「看護婦、看護士、准看護婦又は准看護

士」を「看護師又は准看護師」に改める。

第３２条第１項中「（地方局出張所土地改良課を含む。）

」及び「及び中山川ダム建設事務所」を削る。

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

別表第６ １級の項標準的な職務の欄中「准看護婦又は

准看護士」を「准看護師」に改め、同表２級の項同欄中「

保健婦若しくは保健士、助産婦、看護婦若しくは看護士」

を「保健師、助産師、看護師」に、「准看護婦若しくは准

看護士」を「准看護師」に改め、同表４級の項同欄中「婦

長」を「看護長」に改め、同表５級の項同欄中「総婦長」

を「総看護長」に改める。

別表第８ １級の項標準的な職務の欄中「寮母」を「寄

宿舎指導員」に改める。

別表第１０ １ 行政職給料表級別職務区分表７級の部知

事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中

「市町村振興・合併推

「道路都市局高速道路課長補佐 納税班長

主席改良指導員
を

滞納処分専門員

地方局ダム管理事務所長 主席改良指導員
研修所室長 」 技術企画専門員

地方局ダム管理事務

進班長

所長（八幡浜地方局鹿野川ダム管理事務所長を除く。）」

に、「生活センター所長」を
「生活センター所長

に改め
児童指導専門員 」

、「衛生環境研究所環境研究課東予分室長」及び
「緑化セ

蚕業指

ンター所長
を削り、同表８級の部知事の事務部局の項同

導専門員 」

欄中「しまなみ海道振興監（８級）」及び「新事業支援監

（８級）」を削り、「道路都市局高速道路課長」を「主席

「地方局総務福祉部税務管理課長

工事検査専門員」に、 地方局総務福祉部地域福祉課長

地方局保健部保健企画課長 」

「地方局総務福祉部税務課長

地方局総務福祉部地域福祉課長

を 松山地方局総務福祉部税務管理課長 に、「地方局建

地方局保健部保健企画課長

松山地方局保健部環境保全課長 」

設部主席工事検査専門員」を「地方局建設部用地課長」に

、「西条地方局中山川ダム建設事務所長」を
「西条地方局

八幡浜地方

中山川ダム建設事務所長
に改め、「地方局出張所長」

局鹿野川ダム管理事務所長」

を削り、同表９級の部知事の事務部局の項同欄中「しまな

み海道振興監（９級）」及び「新事業支援監（９級）」を

削る。

別表第１０ ３ 研究職給料表級別職務区分表１級の部中

知事の事務部局 研究員
警察の事務部局

「
を

」

知事の事務部局 研究員

主任技師

警察の事務部局 研究員

「

に改め、同表４級の部

」

知事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄

「試験研究機関の

中「試験研究機関の分場長（４級）」を 専門研究員

中予水産試験場

分場長（４級）

に改める。

付 」

別表第１０ ５ 医療職給料表�級別職務区分表２級の部
知事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄

中「相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師

」を
「相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技

主任技師

師
に改め、同表６級の部知事の事務部局の項同欄中「衛

」

生環境研究所環境研究課東予分室長」を削り、「地方機関

の課長」を
「地方機関の課長

に改め、同表７級の
保健所の技術課長補佐」
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部知事の事務部局の項同欄中「地方局保健部生活衛生課長

「地方局保健部生活衛生課長

」を 保健所保健課長 に改める。

食肉衛生検査センター所長」

別表第１０ ６ 医療職給料表�級別職務区分表１級の部
知事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄

中「定型的な業務を行う技師」を
「定型的な業務を行う技

主任技師

師
に改め、同表４級の部知事の事務部局の項同欄中「婦

」

長」を「看護長」に改め、同表５級の部知事の事務部局の

項同欄中「総婦長」を「総看護長」に改める。

別表第１０ ８ 高等学校等教育職員給料表級別職務区分

表１級の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄及び同表

２級の項同欄中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

別表第１１備考第１項の表の注�中「無線従事者の操作の
範囲等を定める政令（平成元年政令第３２５号）」を「電波

法施行令（平成１３年政令第２４５号）」に改める。

別表第１６保健婦、助産婦、看護婦の項職種の欄中「保健

婦、助産婦、看護婦」を「保健師、助産師、看護師」に改

め、同表准看護婦の項同欄中「准看護婦」を「准看護師」

に改め、同項学歴免許等の欄中「准看護婦養成所卒」を「

准看護師養成所卒」に改め、同表備考第１項を削り、同表

備考第２項中「准看護婦養成所卒」は、保健婦助産婦看護

婦法」を「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法

」に改め、「又は養成所」の下に「（保健婦助産婦看護婦

法の一部を改正する法律（平成１３年法律第１５３号）による

改正前の保健婦助産婦看護婦法第２２条第１号又は第２号に

規定する学校又は養成所を含む。）」を加え、同項を同表

備考第１項とし、同表備考第３項中「保健婦及び助産婦」

を「保健師及び助産師」に、「看護婦免許」を「看護師免

許」に改め、同項を同表備考第２項とする。

別表第１８講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寮母

の項職種の欄中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

別表第２０ ３ 高校卒の部三 高校２卒の項学歴免許等

の資格の欄�中「保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学
校又は准看護婦養成所」を「保健師助産師看護師法による

准看護師学校又は准看護師養成所」に改め、同表に備考と

して次のように加える。

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所

」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正

する法律（平成１３年法律第１５３号）による改正前の

保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看

護婦養成所を含む。

別表第２１備考第１２項中「看護婦、保健婦、助産婦」を「

看護師、保健師、助産師」に改める。

別表第２８保健婦及び助産婦の項職種の欄中「保健婦及び

助産婦」を「保健師及び助産師」に改め、同表看護婦の項

同欄中「看護婦」を「看護師」に改め、同表准看護婦の項

同欄中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同項学歴免許

等の欄中「准看護婦養成所卒」を「准看護師養成所卒」に

改め、同表備考第１項中「保健婦」、「看護婦」及び「准

看護婦」並びに「准看護婦養成所卒」を「准看護師養成所

卒」に改め、「それぞれ」及び「及び第２項」を削り、同

表備考第２項中「備考第３項」を「備考第２項」に改め、

同表備考第３項中「准看護婦」を「准看護師」に、「保健

婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「保

健婦、助産婦又は看護婦」を「保健師、助産師又は看護師

」に改める。

別表第３０助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寮母

の項職種の欄中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－４４）の一部を次のように改正する。

第２条の表知事の事務部局の項第１号中「（環境研究課

東予分室を除く。）」を削り、同項第９号を次のように改

める。

� 林業技術センター

第４条中「、衛生環境研究所環境研究課東予分室」を削

り、「保健所」の下に「、食肉衛生検査センター」を加え

る。

第５条中「保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、

准看護婦及び准看護士」を「保健師、助産師、看護師及び

准看護師」に改める。

（教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改

正）

第４条 教育職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛

媛県人事委員会規則７－６２）の一部を次のように改正する

。

第４条中「寮母」を「寄宿舎指導員」に改める。

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第５条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

－６８）の一部を次のように改正する。

別表知事の事務部局の項公職の欄中「しまなみ海道振興

監」、
「新事業支援監

及び「地方局出張所長
道路都市局高速道路課長」

」を削り、「林業試験場長」を「林業技術センター所長」

に、「部付（１種及び３種に該当する職を除く。）」を
「

部付（１種及び３種に該当する職を除く。）
に、「地方

主席工事検査専門員 」

局総務福祉部税務管理課長」を「地方局総務福祉部税務課

「地方局

「地方局建設部主席工事検査専門員
地方局

長」に、
地方局出納室長 」

を 保健所

松山地

松山地

建設部用地課長

出納室長

保健課長 に、「八幡浜地方局大洲土

方局総務福祉部税務管理課長

方局保健部環境保全課長 」

木事務所事業管理課長」を
「八幡浜地方局大洲土木事務所

八幡浜地方局鹿野川ダム管理

事業管理課長
に、「医療技術短期大学専攻科長」を

「医
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事務所長 」 食

療技術短期大学専攻科長
に、「道路都市局高速道路課長

肉衛生検査センター所長」

「市町村振興・合併推進班長 「地方局ダム

補佐」を 納税班長 に、 研修所室長

滞納処分専門員 」 研修所研究

管理事務所長
「技術企画専門員

を
地方局ダム管理事務

員（課長補佐同格者に限る。）」

所長（八幡浜地方局鹿野川ダム管理事務所長を除く。）」

「生活センター所長

に、「生活センター所長」を 児童指導専門員 に改め

専門研究員 」

、「衛生環境研究所環境研究課東予分室長」及び
「緑化セ

蚕業指

ンター所長
を削る。

導専門員 」

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正

）

第６条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する

。

第５条の４第１項中「掲げる職員」の下に「及び一般職

の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条

例第４６号。以下「任期付研究員条例」という。）第５条第

１項に規定する給料表の適用を受ける職員（３号給以下の

号給を受ける職員を除く。以下同じ。）」を加え、同条第

２項中「占める職員」の下に「及び任期付研究員条例第５

条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員」を加える

。

別表第１に次のように加える。

任期付研究員条

例第５条第１項

に規定する給料

表

５号給以上の給

料月額を受ける

職員

１００分の２０

４号給及び３号

給の給料月額を

受ける職員

１００分の１５

２号給及び１号

給の給料月額を

受ける職員

１００分の１０

任期付研究員条

例第５条第２項

に規定する給料

表

すべての職員 １００分の５

別表第１備考第１項中「及び医療職給料表�」を「、医
療職給料表�、任期付研究員条例第５条第１項に規定する
給料表及び同条第２項に規定する給料表」に改める。

（農林漁業改良普及手当の支給等に関する規則の一部改正

）

第７条 農林漁業改良普及手当の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７－２２５）の一部を次のように改正する

。

別表第２号及び第３号を削り、同表第１号中「旧大学令

（大正７年勅令第３８８号）による大学、」を「独立行政法

人水産大学校法（平成１１年法律第１９１号）による独立行政

法人水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に

伴う関係政令の整備等に関する政令（平成１２年政令第３３３

号）による改正前の」に改め、「又は旧水産庁設置法（昭

和２３年法律第１４６号）による水産講習所」を削り、「生物

」の下に「、化学、食品製造」を加え、「又は電気通信」

を「、電気通信、経済又は経営」に改め、「（水産講習所

を卒業した者にあつては、昭和２６年度以前に卒業した者を

除く。）」を削り、同号を同表第２号とし、同号の前に次

の１号を加える。

� 農林水産大臣が行う水産業専門技術員資格試験に合

格した者

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第８条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１宇摩郡の項中 別子山村甲４７４番地 三島警「

別子山村甲４７４番地

別子山村甲４７７番地
察署別子山駐在所 ３級

「
を」

に改める。
三島警察署別子山駐在所 ３級

別子山村教育委員会事務局 ２級 」

（管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正）

第９条 管理職員特別勤務手当に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－８０５）の一部を次のように改正する。

第２条第１項を次のように改める。

職員給与条例第１７条の２第２項の人事委員会規則で定

める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

� 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

－６８）別表中欄に掲げる公職を占める職員 次に掲げ

る当該職員の占める公職に係る同表右欄に掲げる支給

割合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア １種 １２，０００円

イ ２種 １０，０００円

ウ ３種 ８，０００円

エ ４種 ６，０００円

オ ５種及び６種 ４，０００円

� 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成

１３年愛媛県条例第４６号。以下「任期付研究員条例」と

いう。）第３条第１号の規定により任期を定めて採用

された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究

員条例第５条第１項に規定する給料表の号給又は給料

月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア ６号給及び任期付研究員条例第５条第４項の規定

による給料月額 １２，０００円

イ ４号給及び５号給 １０，０００円

ウ ２号給及び３号給 ８，０００円

エ １号給 ６，０００円

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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*愛媛県議会訓令第１号
愛媛県議会事務局

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成１４年４月１日

愛媛県議会議長 柳 澤 正 三

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令

愛媛県議会事務局規程（昭和３９年愛媛県議会訓令第１号）

の一部を次のように改正する。

第７条中第８号を第１２号とし、第７号を第１１号とし、第６

号を第１０号とし、第５号の次に次の４号を加える。

� 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号

）第７条第２項及び第４項の規定に基づく個人情報取扱

事務の登録及びその抹消に関すること。

� 愛媛県個人情報保護条例第２１条第２項及び第２２条並び

に第３１条第２項及び第３２条（これらの規定を同条例第３５

条において準用する場合を含む。）の規定に基づく期間

の延長等に関すること。

� 愛媛県個人情報保護条例第２３条第１項の規定に基づく

第三者の意見の聴取に関すること。

� 愛媛県個人情報保護条例第４０条第３項及び第４１条第４

項の規定に基づく是正の申出及び再度の是正の申出の処

理に関すること。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

*愛媛県公営企業管理規程第７号
愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程を次

のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業

管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項の表県立病院課の項係の名称の欄中「管理

係」の下に「、企画係」を加える。

第１１条の見出し中「診療科及び総合診療部」を「診療科

等」に改め、同条中「及び総合診療部」を「並びに総合診

療部及び救急診療部」に改め、同条ただし書中「若しくは

総合診療部」を「、総合診療部若しくは救急診療部」に改

める。

第１４条第１項第２４号を次のように改める。

" 看護長

第１４条第１項中第２５号を削り、第２６号を第２５号とし、第

２７号から第３０号までを１号ずつ繰り上げ、同条第２項中「

、看護士長」を削り、同条第３項中「、看護婦長及び看護

士長」を「及び看護長」に改める。

（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第２条 愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛

県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する

。

別表第１医療職給料表�の項４級の欄中
「○看護婦長

○看護士長」

を「○看護長」に改める。

別表第３夜間看護等手当の項支給を受ける者の範囲の欄

中「看護婦、看護士等」を「看護師等」に改める。

（愛媛県公営企業公舎貸与規程の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業公舎貸与規程（昭和４６年愛媛県公営

企業管理規程第７号）の一部を次のように改正する。

第２条第４号を次のように改める。

� 看護師宿舎

第７条第５項及び第１０条中「看護婦宿舎」を「看護師宿

舎」に改める。

（愛媛県公営企業会計規程の一部改正）

第４条 愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業

管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

第１８４条第１号中「、事務長」を削る。

別表第１病院事業勘定科目の部収益の項�の表附帯事業
収益の項中「准看護婦養成受託収益」を「准看護師養成受

託収益」に改め、同部費用の項�の表附帯事業費用の項中
「看護婦養成費」を「看護師養成費」に改める。

（中山川逆調整池ダム操作規程の一部改正）

第５条 中山川逆調整池ダム操作規程（昭和４６年愛媛県公営

企業管理規程第１３号）の一部を次のように改正する。

別表第２中「│ 〃 丹原出張所 │ 〃 │ │

」を削る。

附 則

１ この管理規程は、公布の日から施行する。

２ この管理規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命

ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞ

れ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

看護婦長 看護長
看護士長 看護長

*愛媛県公営企業訓令第１号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則等の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

平成１４年４月１日

愛媛県公営企業管理者職務代理者

愛媛県公営企業管理局長 永 野 英 詞

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則等の一部を改

正する訓令

（愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則の一部改正）

第１条 愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則（昭和４６年

愛媛県公営企業訓令第４号）の一部を次のように改正する

公営企業訓令

県議会訓令

公営企業管理規程
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。

第１３条第１項第１号及び第３項中「看護婦、看護士等」

を「看護師等」に改める。

（愛媛県公営企業事業所処務規則の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公

営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項の表看護部の項第２号中「看護婦、看護士

及び助産婦」を「看護師及び助産師」に改め、同項第３号

中「看護婦」を「看護師」に改め、同条第２項の表総合診

療部の項の次に次のように加える。

救急診療部

� 初期救急診療及び二次救急診療に関すること。

� 広域災害救急医療情報システムの運用管理に関する

こと。

 救急診療教育に関すること。

第９条第１６項中「、看護婦長及び看護士長」を「及び看

護長」に改める。

第１３条第１項第１号の�中「使用許可」の下に「及び境
界確認」を加える。

第１４条第１項中第１１号を第１３号とし、第４号から第１０号

までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える

。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

第１４条第２項中第１１号を第１３号とし、第５号から第１０号

までを２号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の２号を加える

。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び削除並びに個人情報の取

扱いの是正に関すること（個人情報の開示、訂正及び

削除の請求に対する決定に係る不服申立て並びに個人

情報の取扱いに係る再度の是正の申出に関するものを

除く。）。

（愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛

県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１中８の部を９の部とし、３の部から７の部まで

を１ずつ繰り下げ、２の部の次に次のように加える。

別表第２県立病院課の部１の項１事項の欄中「管理」の

下に「、企画」を加える。

（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）

第４条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛

県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。

別表第１中６の部を７の部とし、３の部から５の部まで

を１ずつ繰り下げ、２の部の次に次のように加える。

３ 愛媛
県個人
情報保
護条例
の施行
に関す
る事務

１ 個人情報取扱事務の登
録及びその抹消（第７条
第２項、第４項）

○ ○ ○ ○

２ 個人情報の開示、訂正
及び削除の請求に対する
決定（第２０条、第２３条第
２項、第３０条、第３５条）

○ ○ ○ ○

３ 個人情報の開示、訂正
及び削除の請求に対する
決定に係る期間の延長等
（第２１条第２項、第２２条
、第３１条第２項、第３２条
、第３５条）

○ ○ ○ ○

４ 個人情報の開示の請求
に対する決定に係る第三
者の意見の聴取（第２３条
第１項）

○ ○ ○ ○

５ 口頭により開示請求が
できる個人情報の決定（
第２５条第１項）

○ ○ ○ ○

６ 個人情報の取扱いの是
正の申出の処理（第４０条
第３項）

○ ○ ○ ○

別表第１備考中「３の部及び４の部」を「４の部及び５

の部」に改める。

別表第２総務課の表８の部中３の項を４の項とし、２の

項を３の項とし、１の項の次に次のように加える。

２ 行政財産の境界確認に関すること。 ○

別表第３総務課の表２の部１の項�ア事項の欄中「又は
事務長」を「、看護部長」に改め、「、総婦長」を削り、

同表７の部中３の項を４の項とし、２の項を３の項とし、

１の項の次に次のように加える。

２ 行政財産の境界確認に関するこ
と。

○ ○ ○

別表第３看護部の表１の部事務の種類の欄中「看護婦、

看護士及び助産婦」を「看護師及び助産師」に改め、同表

２の部同欄中「看護婦」を「看護師」に改め、同部１の項

事項の欄中「看護婦勤務状況報告」を「看護師勤務状況報

告」に改める。

係る第三者の意見の聴取（第２３条第１項

）

○

６ 口頭により開示請求ができる個人情報

の決定（第２５条第１項）
○

７ 個人情報の開示の請求等に対する決定

に係る不服申立て等に関すること。

� 愛媛県個人情報保護審議会への諮問

等（第３６条、第３７条、第４１条第３項）
○

� 第三者に対する通知（第２３条第２項

、第３９条）
○

８ 個人情報の取扱いの是正の申出及び再

度の是正の申出の処理（第４０条第３項、

第４１条第４項）

○

３ 愛媛県個

人情報保護

条例の施行

に関する事

務

１ 個人情報取扱事務の登録及びその抹消

（第７条第２項、第４項）
○

２ 愛媛県個人情報保護審議会の意見の聴

取（第７条第３項第３号、第８条第２項

第６号、第３項、第９条第５号、第１０条

第２項）

○

３ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求

に対する決定（第２０条、第２３条第２項、

第３０条、第３５条）

○

４ 個人情報の開示、訂正及び削除の請求

に対する決定に係る期間の延長等（第２１

条第２項、第２２条、第３１条第２項、第３２

条、第３５条）

○

５ 個人情報の開示の請求に対する決定に
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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